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山 下 和 久 藤 原 美 樹

午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達しておりますので、第８８回

神河町議会定例会の第２日目の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

日程に入る前に、お知らせいたします。松山陽子議員におかれましては、体調不良の

ために欠席の届けが出ておりますので、御了承願います。

それでは、日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第４０号議案から第５２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第４０号議案から第５２号議案、平成３１年度各会

計予算を一括議題といたします。

町長の所信表明並びに第４０号議案、平成３１年度神河町一般会計予算の提出者の説

明は第１日目に終了しましたので、第４０号議案の詳細説明を求めます。

児島総務課参事兼財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

第４０号議案、平成３１年度神河町一般会計予算につきまして詳細説明を行います。

一般会計予算をお開きください。まず、９ページ、第２表、債務負担行為でございま

す。事項の１つ目は、センター長谷管理事業で、期間は平成３１年度から平成３３年度

まで、ま度まは４９３ま ０００までございまして、センター長谷のま明ままま業務を

委託するもので、３カ年の契約により実施するために設定するものでございます。

続いて、２つ目は、ケーブルテレビネットワーク施設指定管理料で、期間は平成３１

年度から平成３５年度まで、ま度まは５年 ２２２ま ０００までございまして、ケー 

ブルテレビの管理運営を委託するもので、５カ年の指定管理者基本協定書により実施す

るために設定をするものでございます。

３は、わくわく公園指定管理料で、期間は平成３１年度から平成３２年度まで、ま度

まは２９３ま ０００までございまして、わくわく公園の管理を委託するもので、２カ

年の指定管理者基本協定書により実施するために設定するものでございます。

４は、かみかわ桜の山桜華園指定管理料で、期間は平成３１年度から平成３３年度ま

で、ま度まは ０２０ままでございまして、桜華園の管理運営を委託するもので、３カ

年の指定管理者基本協定書により実施するために設定するものでございます。

５つ目以降につきましては、施設の指定管理料でございまして、既に指定管理者基本

協定書により実施をいたしておりますが、債務負担行為がこの間漏れておりまして、こ
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のたび残りの期間について設定をするものでございます。

まず、５つ目に、水車公園指定管理料で、期間は平成３１年度から平成３３年度まで、

ま度まは６９０ままでございます。６は、農村環境改善センター指定管理料で、期間は

平成３１年度から平成３３年度まで、ま度まは ０８０ままでございます。７は、平平

ーンエコー笠形体育施設指定管理料で、期間は平成３１年度から平成３３年度まで、ま

度まは １６０ままでございます。８は、度テル・度ンテ・度ー度指定管理料で、期間

は平成３１年度から平成３３年度まで、ま度まは６００ままでございます。９は、神崎

木工芸センター「かんざきピノキオ館」指定管理料で、期間は平成３１年度から平成３

３年度まで、ま度まは９００ままでございます。１０は、観光交流センター指定管理料

で、期間は平成３１年度から平成３３年度まで、ま度まは４６５ままでございます。１

１は、神崎農村公園ヨーデルの森指定管理料で、期間は平成３１年度から平成３３年度

まで、ま度まは５４０ままでございます。

次に、１０ページから１１ページ、第３表、地方債をお願いいたします。１、臨時財

政対策債は、ま度ま２年まで、国の地方交付税の財源不足分を補うために発行する赤字

地方債でございまして、その元利償還金は１００％後年度交付税に算入されるものでご

ざいます。

２、交通安全施設ま整備事業は、ま度ま７３０ままで、小学校の通学路の安全確保の

ため平平ーンベルトを新設するもので、過疎債でございます。

３、３工３整備事業は、ま度ま２年 ９１０ままで、地域３生総合３３における定住

人ま確保のために、町内での仕事づくり、雇用３出を目指し企業誘致として進めるもの

で、過疎債でございます。

４、過疎地域４立４進特別事業は、ま度ま ８６０ままで、過疎債の４４ト事業で医

師確保対策や起業支援まに係るものでございます。

５、ケーブルテレビ局５整備事業は、ま度ま １８０ままで、局５の５５、５５の補

修工事で、過疎債でございます。

６、庁用車購入事業は、ま度ま４３０ままで、地球温暖化対策としてＣＯ２ 削減のた

め低燃費、ハイブ平ッド車両の購入に係るもので、地域活性化事業債を充当するもので

ございます。

７、庁５整備事業は、ま度ま ５７０ままで、本庁５の７調、７明設備の７エネ７７

へのへ新整備につきましてが ８７０ままで地域活性化事業債、そして保健センター７

能を能つ支庁５の７調設備の整備が ７００まで過疎債でございます。

８、病院８館改８事業は、ま度ま１年 ５００ままで、病院８館改８の事業費に係る

もので、市町村合併特例債を発行し、病院出資金として支出をするものでございます。

１０、農業施設整備事業は、ま度ま６６０ままで、神崎４ードの７調、７明設備の７

エネ７７へのへ新整備に係るもので、過疎債でございます。

１１、広域基１林道開設事業は、ま度ま ６２０ままで、１ケ１・三国１１の事業費
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の県負担に対するものでございます。

１２、観光施設整備事業は、ま度ま ０９０ままで、１山高原１キー３整備に係るも

のが ５１０まま、の１高原内道路整備に係るものが ５８０ままで、いずれも過疎債 

でございます。

１３、急傾斜地崩壊対策事業は、ま度ま９００ままで、岩５区、本村区、鍛治区の対

策事業費の県負担に対するものでございます。

１４、道路整備事業は、ま度ま２年 ３７０ままで、町道神崎・市１１が ８３０ま 

ま、町道円円・新田１が ０００まま、町道１山の１１が ５２０まま、その円町道の 

改良改び改能工事、合わせて１３路１１年 ０５０ままでございます。

１５、１１整備事業は、ま度ま ７１０ままで、１１長１命化修１事業に係るもので、

過疎債でございます。

１６、河１整備事業は、ま度ま ０００ままで、３河１の護１整備事業に係るもので、

過疎債でございます。

１７、１並み環境整備事業は、ま度ま ７００ままで、中村・１１町１観形成地区の

道路の美装化事業に係るもので、過疎債でございます。

１８、１防施設整備事業は、ま度ま ５５０ままで、１防指１車の購入が６６０まま、

岩５区の防火水槽１基の設置が８９０ままで、いずれも緊急防災・減災事業債でござい

ます。

１９、１防車両整備負担金事業、ま度ま ６５０ままは、神崎１３町の管１内で１用

する１防車両のへ新を行う姫路市１防局への神河町の負担金に対するものでございます。

２０、福本２２ま環境整備事業は、ま度ま ３８０ままで、福本２２２イ２ン１施設

整備に係るもので、過疎債でございます。

起債の方法、利率、償還の方法については、第３表に記載のとおりでございます。以

上によりまして、起債のま度まの合計を１４年 ８１０ままと定めるものでございます。

それでは、事項別明細書により説明をさせていただきます。

１５ページ、歳入をお願いいたします。

１１町税、１項町民税、１目１人町民税は、４年 ６４８ま ０００まで、１ま１  

９８８ま ０００ま、所９１４年 ０６６ま ０００ま、滞納分５９３ま ０００まで、   

対前年度対 ９６８ま ０００まの減までございます。２目法人町民税は、 ６４１ま  

０００まで、事業所数は２０９から２１６へと００しており、対前年度対は １９６ 

ま ０００まの０までございまして、１ま１ ６３５ま ０００ま、税１ ９５１ま    

０００ま、滞納５４ま ０００までございます。

２項固定資産税、１目固定資産税は、土地、家５、償却資産に課税するもので、１２

年 ８９４ままと億億んでおり、対前年度対 １５８ま ０００まの減までございます。  

特に特特度の特きい特西特特の特河内水特発特所に係る特特特償却資産は５年 ７１５

ま ０００まを億億んでおります。
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３項３４３車税、１目３４３車税は、 ０９８ま ０００ま、そして１０月からは、 

１費税消き上消にあわせ新しく３設されました２目環境性能１１６９ま ０００まで、

４３車の自９時に当自、県が自課自自を行うことと自自ております。合わせて ２６８

ま ０００ま、対前年度対２２２ま ０００まの０までございます。 

４項町た４こ税は、 ６７０ま ０００まで、対前年度対１６３ま ０００まの０ま  

でございまして、平成３０年度の決算億億みを勘案し自がら計上をいたしております。

続いて、１６ページの２１地方譲与税から１７ページの１０１地方特例交付金につき

ましては、平成３０年度の決算億億みを基本にし自がら、地方財政計画改び県の交付億

億みを勘案して計上をいたしております。

１６ページ、２１地方譲与税、３項森林環境譲与税、これにつきましては新しく設け

られたものでございます。

１７ページ、７１地方１費税交付金の１会保１財源交付金 ０００ままの充当１につ

いては、一般会計予算の説明資料１０１ページから１０２ページの一覧に記載をしてい

るとおりでございます。また後でごらんに自自ていただきたいと思います。

８１４３車自９税交付金、これにつきましては、１費税消き上消と同時に９月３０日

をも自て廃止をされることに自自ております。

９１環境性能１交付金は、４３車自９税にかわる新しく設定されたもので、環境性能

１課税に伴う交付金でございます。

１０１地方特例交付金、１項地方特例交付金は、新たに設けられて課税される４３車

改び３４３車の環境性能１課税において、臨時的３減措置の減税補填として４３車改び

３４３車の減税補填特例交付金として計上をいたしております。２項子ども・子育て支

援臨時交付金は、幼児教育の無償化の財源として新たに新設された臨時交付金でござい

ます。

１１１地方交付税は、１通交付税２５年 ０００まま、特別交付税４年 ０００まま 

で、前年度と同までございます。

１８ページ、１３１分担金改び負担金、１項分担金、２目農林業費分担金、１節林業

費分担金５０ままは、町単独林道補修事業の受益者分担金でございます。３目土木費分

担金、１節道路１１費分担金４０ままは、町単独町道改良事業で、区要望による町道岩

５左１１の受益者分担金でございます。２項負担金、１目民生費負担金、１節児童福祉

費負担金 １００ま ０００まは、寺前、神崎、そして管５の保育所の運営負担金でご 

ざいます。２節ざ人福祉費負担金４６ま ０００まは、ざ護ざ人度ーざに入所している

５名の方の費用自自金でございます。２目衛生費負担金、２節水道費負担金９８ままは、

１火栓の新設と移設工事に係る受益者負担金でございます。

１４１１用料改び手数料、１項１用料、１目総務１用料 ８７０ま ０００まで、そ 

のうちケーブルテレビの利用料は ７８０ま ０００まで、対前年度対 ２３９ま ０   

００まの減までございます。
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１９ページ、３目土木１用料、１節住１１用料は、町営住１５１地の １６８ま ０ 

００までございます。４目教育１用料、１節幼稚園１用料は、預かり保育料を含め２５

９ま ０００までございます。２節１会教育施設１用料のうち、地域交流センター１用

料は１３２ま ０００まで、やまびこ学園への料学生は１２名を億億んでおります。

２０ページ、２項手数料、１目総務手数料、２節自税手数料の中において、コンビニ

エン１１トエでの税ま明まの交付として３２件、 ０００まを計上、そして３節エ籍住

民基本台帳手数料において、コンビニエン１１トエでの住民票まの交付として２３０件、

２ま ０００まをそれ２れ平成３０年度の実２億億みにより計上をいたしております。

続きまして、２０ページから２６ページまで、国庫支出金、県支出金の説明でござい

ますが、これらの詳細につきましては、一般会計予算の説明資料１６ページから２９ペ

ージに掲載をしておりますので、あわせて説明を聞いてもらえれ４と思います。

まず、２０ページから２１ページ、１５１国庫支出金、１項国庫負担金、民生費国庫

負担金は３年 ０６７ま ０００まで、対前年度対４６５ままの０まで、これにつきま 

しては、保育所運営費負担金、国民健康保険基盤安定負担金の１会保１施策に充当する

国の負担分の０までございます。１節保育所運営費負担金は、神崎保育園、寺前保育所、

そして町５保育所合わせて ３８４ま ０００までございます。 

２１ページ、国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金は、 ６４

４ま ０００まで、対前年度対 ２０９ま ０００まの減までございまして、これにつ  

きましては、地方３生推進交付金と過疎地域ま４立活性化推進交付金の減まによるもの

でございます。まず、地方３生推進交付金 ２５０ままにつきましては、でン平ルで度

ー移住支援事業につきまして６００まま、かみかわエ平平イノベーでョン事業につきま

して６５０ままで、交付対象事業費の２分の１でございます。

２目民生費国庫補助金は、５４９ま ０００まで、１節１会福祉費補助金のうち１会

資本整備総合交付金２５ままにつきましては、人生いきいき住１助成の事業の分でござ

います。

３目衛生費国庫補助金は ９０２ま ０００まで、対前年度対 １７６ま ０００ま   

の減まであり、１節保健衛生費補助金のうち１会資本整備総合交付金 ７６５ま ００ 

０ま、これにつきましては、病院８館改８の耐震改修に係る交付金で、病院出資金とし

て支出をするものでございます。そして２節下水道事業補助金１２４ままにつきまして

は、循環型１会形成推進交付金として合併処理浄化槽の設置に係るもので、５人槽４基、

７人槽４基に係る補助金で、補助対象事業費の３分の１の補助でございます。

４目土木費国庫補助金は、１年 ７７７ま ０００まで、対前年度対１年 １０４ま  

０００まの減までございまして、これにつきましては、町営住１００１地の建てかえ

整備に係る事業が完了したことによる減までございます。１節道路１１費補助金の道整

備事業交付金 ９００ままは、補助対象事業費の５０％の補助でございます。内備は、

町道神崎・市１１が １５０まま、町道神崎・市１１支１が ６５０まま、町道水町り 
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中河原１が １００ままでございます。

続いて、１会資本整備総合交付金の道整備１年７８６ま ０００まは、１１長１命化

修１事業に係るもので、補助対象事業費の５⒍６５％の補助でございます。２節住１費

補助金のうち、１会資本整備総合交付金の定住４進 ９７７ままは、補者補補家補補助

が５４９まま、補者補補住１自９支援に係るものが ０７３まま、平４がーざ支援に係

るものが２５５まま、そして７き家活用１００ままで、いずれも補助対象事業費の５０

％の補助でございます。

２２ページ、５目教育費国庫補助金は、 ５８４ま ０００まで、対前年度対 ２０  

５ま ０００まの０までございます。３節１会教育費補助金におけます５化財保特活用

地域計画策定に係る５化芸術振興費補助金の０まによりまして教育費国庫補助金が０ま

をいたすものでございます。６目を工費国庫補助金 ５７１ま ０００まは、１費税消 

き上消にあわせ地方１費喚起のために国が実施するプレミエざ付を品券事業に係るもの

でございます。

１６１県支出金、１項県負担金、１目総務費県負担金、１節移譲事務市町交付金３４

８ま ０００まは、県から市町へ８ま移譲された２２項目の事務に係る交付金でござい

ます。

２２ページから２３ページ、２目民生費県負担金は、２年６１１ま ０００まで、対

前年度対９２６ま ０００まの０までございまして、保育所運営費負担金、国民健康保

険基盤安定負担金の１会保１施策に充当する県負担分の０でございます。１節保育所運

営費負担金は、神崎保育園と寺前保育所と、そして管５の保育所合わせて １９２ま 

０００までございます。

２項県補助金、１目総務費県補助金 ７３３ま ０００まで、対前年度対 ７２８ま  

０００まの減まであり、まず１節総務管理費補助金、そのうち００の神河町から生０

町までの赤字路１への町補助金に対してのバ１対策費補助金、これにつきましては、コ

ミミニテミバ１事業への交付金と、あわせて市町振興支援交付金の中に含んで １１５

ま ０００まを計上をいたしておりまして、これについては一般財源万いとしておりま

す。ひすうご地域３生交付金６６９ま ０００まにつきましては、す庫県が国の地方３

生の交付金とは別に、県下市町の地域特有の自り組みへの支援を目的に、平成３０年度

に県独４の交付金を３設されたものでございまして、平成３１年度では、まず、長谷駅

利用４進事業、そして木造インターンでップ事業、を工振興事業の就労支援に係る３つ

の事業を対象といたしております。特源立地地域対策交付金事業補助金 ９４０ままは、

観光施設の車両購入、そして施設の整備、道路改能補修を予定をしており、これも一般

財源万いで計上をいたしております。

２目民生費県補助金、１節１会福祉費補助金、このうち民生児童委員活３費用弁償補

助金２２５ま ０００まは、民生児童委員３８名の活３費に対する補助金であります。

民生児童協特員設置ま補助金５ま ０００まは、民生児童協特員７３名の活３に係る民
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害保険料に対する補助金でございます。地域生活支援事業補助金１７８ま ０００まは、

１害者総合支援法に基づく１害者福祉サービ１である手話通備者の派遣、移３支援、日

中一時デイサービ１支援まの介護給付に対する補助金でございます。人生いきいき住１

事業補助金１５８ままは、高齢者や１害の方が住み自れた４１で安心して暮らせるよう

に住１を改造する３合の補助金でございます。

２４ページ、２節ざ人福祉費補助金のざ人ク２ブ助成事業補助金１３５ま ０００ま、

そしてざ人ク２ブ活３そ化推進事業補助金８６ま ０００まは、それ２れ単そざ人ク２

ブ３６ク２ブの活３に対する補助金でございます。３節医療助成費補助金は、 ０２６

ま ０００まで、医療助成金と、それに係る事務費の２分の１の補助でございます。４

節児童福祉費補助金の子ども・子育て支援交付金は、それ２れ保育所、幼稚園、そして

健康福祉課特係事業自どに充当するものでございます。ひすうご保育料３減事業補助金

９２ま ０００まは、第２子以降の保育料の３減措置に係る補助金でございます。

３目衛生費県補助金のうち、３子保健医療対策総合支援事業補助金６６ま ０００ま

は、子供が健やかに育つ環境づくりを推進するための３子医療対策として、産後ケエや

産婦健康診査まの支援に係る補助金でございます。へき地診療運営費補助事業補助金２

９１ま ０００まは、特円、上小田、１上のそれ２れの診療所の運営費に対しての補助

金でございます。

２５ページ、４目農林業費県補助金、１節農業費補助金のうち、８行目の鳥獣被害防

止総合対策事業補助金６０３ま ０００ま、そして一般財源万いとしております市町振

興支援交付金７３ま ０００ま、これは、ともに興、イノでで、興まの有害興興に対す

る助成でございます。る営体育成支援事業補助金９６０ま ０００まは、新特就農者や

る営体が導入するト２クター、コンバインまへの農業７械の助成金、そして農業次補代

人材投資事業補助金４５０ままは、新特就農者３名への支援補助金、そして農地利用最

適化交付金１５１ま ０００まは、農業委員、農地利用最適化推進委員が農地法自どに

基づき行う農地集積まの活３に対する支援交付金でございます。

２節林業費補助金 ９８２ま ０００まは、消き続き県民２税を活用した緊急防災林 

整備、針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業まの補助金を予定をいたしております。３

節水産業費県補助金１０ままは、消き続き水産業の再生や活性化を図るため、内水自の

環境、生態まの改能、回復自ど、漁業者が行う河１清掃まへの活３や自り組みに対して

の補助金でございます。

５目を工費県補助金４７３ままは、１山高原の滞在型中核施設の整備に係る補助金で

ございます。６目土木費県補助金、１節土木費補助金のうち、ひすうご住まいの耐震化

４進事業補助金６０ままは、簡易耐震診断を受けた住１の建てかえや、簡易自耐震改修

まを行う３合の補助金でございます。２節住１費補助金の７き家活用支援事業補助金は、

２分の１補助の２００ままでございます。

７目教育費県補助金、１節小学校費補助金の小学校体７活３事業補助金１１１ま ０
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００まにつきましては、５年生対象の４泊５日の４然体７活３を実施する４然学校、そ

して３年生対象の体７型環境学習に係るる費の補助金でございます。２節中学校費補助

金のうち、ト２イやる・ウイーク事業補助金は、４５ままで、２年生対象に１会体７、

職３体７を実施するる費の補助金でございます。１クール４ーでャルワーカー事業補助

金３２ま ０００まは、教育金金体金に福祉まの金金的自知金や金術を有する４ーでャ

ルワーカーを配置するための補助金でございます。そして新たに、中学校部活３の指導

員の配置事業に係る補助金として３８ままを計上をいたしたところでございます。３節

１会教育費補助金、そのうち埋蔵５化財発掘調査費補助金１００まま、これにつきまし

ては、福本堂５敷廃寺の調査でございます。学校・家庭・地域の連携協特推進事業補助

金は、金課後子ども教金事業５４ま ０００まで、補助対象事業費の３分の２でござい

ます。

２６ページ、３項県委託金、１目総務費県委託金、２節選挙費委託金は、４月７日に

予定されているす庫県議会議員選挙費委託金が８３５まま、７月予定の参議院議員通常

選挙費委託金が ０８９ま ０００までございます。３節選計調査費委託金２５９ま  

０００まは、指定された選計調査に係る市町への委託金でございます。４目農林業費県

委託金、１節農業費委託金、地籍調査事業委託金は、１年 ９６６ま ０００まで、対 

前年度対 ２２１ま ０００まの減まと自自ております。これにつきましては、県営事 

業として県からの委託に係るもので、補助対象の１００％でございます。２節林業費委

託金、そのうちナ２枯れ防除事業委託金は、１上、特１原、１山改びの１の防除で３５

５ま ０００までございます。

７目教育費県委託金、１節教育総務費委託金の小学校英語教育支援充実事業委託金５

ままは、地域の人材を活用し、小学校における英語教育の充実を図るための委託金でご

ざいます。そしてひすうごがん４りタイざ事業委託金３１ま ０００までございます。

これにつきましては、中学３年生を対象にした金課後における補充学習の推進を図るた

めのものでございます。

２７ページ、１７１財産自入、１項財産運用自入、１目利子改び配当金６１０ま ０

００までございます。これにつきましては、一般会計で設置をしております財政調整基

金を金めとした１０の基金の利子自入でございます。２目財産３付自入 ３０９ま ０ 

００まは、町有財産である土地や建物まの３し付け自入でございます。

２項財産売り払い自入、１目不３産売り払い自入は、１００ままを予定をいたしてお

ります。

１８１１１金、１項１１金、２目指定１１金の神河１るさとづくり１援１１金は、

５００ままを予定をいたしております。

２８ページ、１９１繰入金、１項円会計繰入金は、特別会計からの繰入金でございま

す。

２項基金繰入金は、一般会計で設置している基金からそれ２れの目的に沿自た事業費
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の財源として充当するために繰り入れをするものでございます。１目公共施設改能管理

基金１年 ６４９ままにつきましては、本庁５の７調、７明設備への充当、そして各施

設への改修工事、そして修１に繰り入れをするものでございます。５目神河１るさとづ

くり１援基金繰入金 ０００まま、これにつきましては、平成３０年度に自入する予定

の神河１るさとづくり１援１１金を積み立てしたものを３１年度で繰り入れをし、それ

２れ神河町の地域３生事業や総合計画に基づく各施策の事業費の財源として充当をする

ものでございます。

２９ページ、６目財政調整基金繰入金２年までございます。これにつきましては、当

金予算編成に当たりましてその財源不足を補うために繰り入れをするもので、対前年度

対１年 ０００ままの減でございます。７目まちづくり基金繰入金 １１０まま、これ 

につきましては、これからのまちづくりの基礎と自る各それ２れの計画策定まのる費の

財源に繰り入れをするものでございます。８目ケーブルテレビネットワーク改能基金繰

入金 １００ままは、料金自納に係る課金で１テざのへ新まのる費に繰り入れをするも

のでございます。３項財産区繰入金につきましては、５つの財産区の議会議員の選挙費

用として繰り入れをするものでございます。

２０１繰２金 ０００ままは、前年度繰２金でございます。

３０ページ、２１１３自入、３項３付金元利自入１３０ま ０００まは、過３に住１

新８資金、１地自９資金、住１改修資金自どとして３し付けた３付金の元金の回自と利

子自入でございます。

４項受託事業自入、１目衛生費受託自入８１ま ０００まにつきましては、環境整備

受託事業自入として、県道敷きの除草円業まに対する県からの自入でございます。

５項雑入につきましては、これまで説明をしてきました歳入科目に含まれ自い自入を

計上いたしております。そのうち、３２ページの８節雑入の中ほどより少し下に、コミ

ミニテミ助成事業助成金２５０まま、これにつきましては、本村区のイベント備品の購

入に係る助成金でございます。

続いて、３３ページ、中ほどより少し上の観光施設土地ま１用料２１１ま ０００ま、

これにつきましては、観光施設の指定管理者からの受け入れでございまして、新田１る

さと村１５０まま、平平ーンエコー笠形６１ま ０００までございます。１山高原１キ

ー３施設１用料 ０００まま、これにつきましても指定管理者から受け入れするもので

ございます。地球温暖化対策推進事業補助金１年４１２ま ０００ま、これにつきまし

ては、まず、本庁５の７調、ま明のへ新に係るものが ４２５まま、神崎４ードの７調

設備に係るものが９８７ま ０００まで、７エネ７７へのへ新に係る補助金でございま

す。すす５化基本すすを活かした観光すす推進事業すす金 ０１１ま ０００ま、これ 

につきましては、この事業に対する５化庁からの補助金が直接実施１体である神河町す

す５化まちづくり協議会に交付されることから、それをすす金として受け入れるもので

ございます。観光施設改能管理負担金 ０００ままにつきましては、各施設の修１まへ
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の負担金として売上金の１％を基本に受け入れをいたすものでございます。

３３ページから３４ページにかけましての２２１町債につきましては、第３表、地方

債で説明をいたしたとおりでございます。

以上で歳入の詳細説明は終わります。

続きまして、歳出でございまして、３５ページをお願いいたします。歳出の詳しい内

容につきましては、一般会計予算の説明資料３０ページから１００ページに目的別説明

と財源内備を事業ごとに掲載をいたしておりますので、それもあわせてごらんください。

１１議会費は、 １０５ままで、町議会議員１２名、議会事務局の一般職３名分の人

件費、そして本会議、常任委員会まの開催自ど議会運営に係るる費を計上をいたしてお

ります。議員の報酬につきましては、神河町報酬審議会の答申に基づき、報酬は改定は

行わず据え置き、期末手当は一般職に準じ０５月の消き上消を反映をいたして計上を

しております。

３６ページから３９ページ、２１総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、４年

５７７ま ０００まで、対前年度対 １２４ままの０までございます。特別職２名、  

総務課の一般職１８名、再任用１名の人件費と行政運営に係る総合行政用コンピミータ

ー運営自どの事務る費、１るさと納税特連る費、区長会運営る費自どを計上をいたして

おります。特別職の給与は、神河町報酬審議会の答申に基づき、改定は行わず据え置き、

期末手当は一般職に準じ０５月の消き上消を反映し、計上いたしております。

３７ページをお開きください。８節報償金のうち記念品７５０まま、これにつきまし

ては、１るさとづくり１援１１金に対するす礼品でございます。１２節役務費、１配便

代１７５ままにつきましては、その配達の費用でございます。

３８ページ、１３節委託料、中ほどので１テざ改修委託料 ３７９まま、これにつき

ましては、データ標準レイエウトの改正がございまして、それに係る改修、そして医療

費助成で１テざのバージョンエップ、人事、給与、税、子育て支援で１テざの改修費用

まを計上をいたしております。その下、で１テざ導入委託料５４５ま ０００までござ

います。これにつきましては、国から指定をされた住基ネットワークで１テざ７７のへ

新でございます。イ２１ト円成業務につきましては、ハート特１である神河町出身の少

女漫画家、藤原ヒ度さんにお願いをすることとしております。３９ページ、２１節３付

金の医師修学資金３与金９６０ままにつきましては、継続３名、そして新特１名分を計

上をいたしております。

２目５書管理費は、 ２７１ま ０００まで、２月発行する広報の円成る費、町の例 

特集の整備、町度ーざページの管理る費自どを計上をいたしております。

続いて、４０ページ、３目会計管理費は、 ７３５ま ０００まで、会計課の一般職 

４名の人件費と会計処理に係る事務る費、そして指定金融７特自万手数料まを計上をい

たしております。

４０ページから４２ページ、４目財産管理費でございます。本庁５、支庁５、センタ
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ー長谷公用車まの改能管理費と基金への積立金まを計上をいたしておりまして、３年

１０２ま ０００までございます。対前年度対１年 ０９９ま ０００まの０まと自自  

ております。この０まの要因につきましては、本庁５、支庁５における７調まの設備の

改修によるものでございます。

４２ページをお開きください。１５節工事請負費でございます。まず、庁５ま施設改

善工事請負費２年３５６ま ０００まの内備でございます。本庁５の７調、７明設備の

改修が１年 ７００まま、トイレの改修８４ま ０００ま、支庁５の７調設備の改修  

５７２ま ０００までございます。１８節備品購入費の車両購入費５２４ま ０００ま、 

これにつきましては、１通乗用車でハイブ平ッド車１台、３４３車２台、そして平ー１

車両の３４３車１台を購入をする予定でございます。２５節積立金の神河１るさとづく

り１援基金積立金 ５００ままは、１るさと納税として１１していただいたものを、次

の０年度のまちづくりの施策の財源とするために基金に積み立てるものでございます。

その下の公共施設改能管理基金積立金 ３４５ま ０００ま、この中には、１キー３施 

設１用料として ０００ままを自入したうち、公債費の償還に係る充当分を除いた ２ 

７５ま ０００まを含んでおります。

５目交通対策費は、１年 ８０５ま ０００まで、コミミニテミバ１の運行る費、交 

通安全への啓発る費、交通安全施設の整備工事費自ど公共交通対策に係るる費を計上い

たしております。そのうち、１５節工事請負費の８３０ままでございます。交通安全施

設整備に係るもので、区から要望のあ自たカーブミ２ー３件の１００まま、そして通学

路のカ２ー舗装、平平ーンベルトに係るものが７３０ままでございます。

４３ページ、ＪＲ播但１長谷駅利用４進事業として、１９節負担金、補助改び交付金

の長谷駅利用４進計画実践業務補助金３４６まま、これにつきましては、長谷駅の利用

４進と快速列車の長谷駅停車を実現するための事業展開や、活性化に向けて策定された

計画に基づく実践事業費に係る補助金でございます。

４３ページから４５ページ、６目企画費は、４年１７１ままで、対前年度対 ４０５

ま ０００まの減まと自自てございます。これにつきましては、地方３生推進交付金事

業で昨年実施をいたしました播磨広域中枢連携分の終了まによる減まによるものでござ

います。ひと・まち・みらい課の一般職７名の人件費と地域３生を中心に、町の活性化

のための事業のる費を計上いたしております。

４３ページの７節補金 ５７２ま ０００までございます。これにつきましては、地 

域おこし協特隊のエ平平に特する部分が３名、地域おこし協特隊の銀の馬車道特連で１

名、地域おこし協特隊の情報発信に特する１名、そして集落支援員１名、移住プ２ンナ

ー１名、合計７名分を計上をいたしております。そして消き続き国際交流事業として、

５国人雇用の可能性について継続して調査を進めるとともに、金互の協特特係を８くた

めの交流る費を計上をいたしております。

続いて、４４ページをお開きください。仕事づくり、雇用３出のための企業誘致であ
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る３し工３整備に係る事業費についてでございます。まず、１３節委託料の不３産登記

業務委託料５５ままのうち２２まま、業業ま委託料８０ま ０００まのうち２４ま ０ 

００ま、設計０理業務委託料 ９２７ま ０００ま、１５節工事請負費の２年 ９３７  

ま ０００ま、１７節公有財産購入費の４０まま、２２節補償補填改び万償金の６ま 

０００ま、合わせて２年 ９５８ま ０００までございます。 

４５ページ、１９節負担金、補助改び交付金でございます。その下ほどに地域おこし

協特隊起業化支援補助金５００まま、これにつきましては、平成３１年を含め前後１年

以内に任期が終了する隊員５名の町内での起業に対する支援補助金でございまして、全

ま特別交付税の対象でございます。

４５ページから４６ページ、７目Ｃ４４４管理運営費は、１年 ９３３ま ０００ま 

で、光ケーブル化による町高速ブ度ードバンド基盤整備が終了し、４月からケーブルテ

レビネットワーク施設の指定管理、そしてインターネットのＩＲＵ契約に移行をするこ

とから、対前年度対３年 ５２３ま ０００まの特と自減まと自自てございます。 

４６ページをお開きください。１５節工事請負費の １８７ま ０００まは、ケーブ 

ル局５の５５、５５まの保守、改修の工事費でございます。９目総合推進費につきまし

ては、平成３０年度で新た自まちづくりの指針と自る第２次神河町長期総合計画の策定

が終了をしたということで、 ２４０ま ０００まの減まと自自ております。 

１０目１費者行政費は、２３２ま ０００まで、１費者への啓発や金金ままとして福

崎町に共同で設置をしている神崎１１費生活中核センターへの負担金、そして町１費生

活の会への補助金自どを計上をいたしております。

４７ページ、２項自税費、１目税務総務費は、 ３１２ままで、対前年度対 ６４０ 

ま ０００まの０までございます。税務課一般職６名の人件費と税務事務に係る事務る

費を計上をいたしております。そのうち１３節委託料 ６９８ままでございます。これ

につきましては、いずれも平成３３年度、評価がえに向けての業務委託料でございまし

て、その中でも、標準地鑑定評価業務委託料につきましては、平成３１年度で３年に１

度の標準地１地の鑑定を実施するため０まと自自ております。

４７から４８ページ、２目自課自自費は、８２７ま ０００まで、自課改び自自に係

る事務る費、そしてコンビニエン１１トエ、クレジットでの自納に係るる費を計上をい

たしております。

４８ページから４９ページ、３項エ籍住民基本台帳費は、 ４７３ま ０００まで、 

住民生活課の一般職１名の人件費とエ籍法、住民基本台帳法に基づく事務処理に係るる

費、そしてコンビニエン１１トエでのでイナンバーカードを利用した住民票自どの交付

に係るる費を計上をいたしております。

４９ページから５０ページ、４項選挙費、１目選挙管理委員会費は、９６４ま ００

０まで、選挙管理委員会委員４名の委員報酬と委員会の運営る費、そして選挙管理委員

会書記として総務課の一般職１名の人件費を計上いたしております。
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続いて、２目参議院議員通常選挙費は、 ０８９ま ０００まで、本年７月２８日に 

任期満了と自ることから、７月に予定されており、その選挙事務費を計上をいたしてお

ります。

５０ページから５１ページ、３目県議会議員選挙費は、８３５ままで、本年４月７日

に予定されており、その選挙事務費を計上いたしております。

５１ページから５２ページ、４目２知谷財産区議会議員選挙費は、１３４ま ０００

まで、本年９月に予定されており、その選挙事務費を計上いたしております。

５２ページから５３ページ、５目１１財産区議会議員選挙費は、１４２ま ０００ま

で、本年９月に予定されており、その選挙事務費を計上いたしております。

６目特山財産区議会議員選挙費は、１３５ま ０００まで、本年５月に予定されてお

り、その選挙事務費を計上しております。

５３ページから５４ページ、７目寺前財産区議会議員選挙費は、１４２ま ０００ま

で、本年１２月に予定されており、その選挙費を計上をいたしております。

５４ページから５５ページ、８目長谷財産区議会議員選挙費は、１２０ま ０００ま

で、本年１２月に予定されており、その選挙事務費を計上をいたしております。

５６ページ、６項０査委員費７３ま ０００まは、０査委員２名の委員報酬と会計０

査改び行政０査に係る事務る費を計上をいたしております。

５６から５８ページ、３１民生費、１項１会福祉費、１目……。

○議長（安部 重助君） 児島参事、すみません、ここで休憩をとらせていただきます。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） はい。

○議長（安部 重助君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時３０分といたしま

す。

午前１０時１３分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、消き続きまして第４０号議案についての詳細説明をお願いいたします。

児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

消き続きまして５６ページから５８ページ、３１民生費、１項１会福祉費、１目１会福

祉総務費でございます。３年 ７０３ま ０００まで、対前年度対 ０３７ま ０００   

まの０までございまして、これにつきましては、国民健康保険改び介護保険の特別会計

への繰出金の０まによるものでございます。住民生活課の一般職員４名の人件費、そし

て民生児童委員３８名の活３費用弁償、そして町１会福祉協議会補助金、国民健康保険

事業・介護保険事業特別会計への補助金まを計上をいたしております。

５７ページをお開きください。１５節工事請負費の防５カ５２設置１４９ま ０００
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までございます。これにつきましては、平成３１年度より１１道路沿いに町の防５カ５

２を計画的に設置していくという予定で、２基分を計上をいたしたところでございます。

また、公立神崎総合病院の８館１階に集いの３を設ける費用も、このところで設けて計

上をいたしております。

５８から５９ページ、２目ざ人福祉費は、 ７００ま ０００まで、ざ人ク２ブ３６ 

ク２ブへの助成、でルバー人材センターへの負担金、地域住民平ループ支援、ミニデイ

サービ１、そしてタクでー運補助成、ざ人保護措置費自ど、ざ人福祉行政に係るる費を

計上いたしております。５９ページの１９節負担金、補助改び交付金の一番下、介護職

員研修受講費助成金３５ままにつきましては、介護職の資格の自９に要する費用の一部

助成ということで、２５人分を計上をいたしております。

５９ページから６１ページ、３目心身１害者福祉費は、３年 ９６８ま ０００まで、 

１害者総合支援法に基づく１害者福祉サービ１利用時の介護給付費まを計上いたしてお

ります。

６１ページから６２ページ、４目医療助成費は、１年１６１ま ０００まで、高齢期

移行者、重度１害者、乳幼児、３子・父子家庭、高齢１害者に係る医療助成金と、それ

らの事務費を計上いたしております。乳幼児医療費の無償化については、消き続き高校

生ままでとし、保護者の負担の３減を図自ております。

６２ページ、５目国民年金事務費は、９９５ま ０００まで、住民生活課の一般職１

名の人件費と国民年金の届け出まに係る事務る費を計上をいたしております。

６目民主化推進費は、１７１ま ０００まで、人８や地域改善の活３への助成金自ど

を計上しております。

６２ページから６３ページ、７目後期高齢者医療費は、１年 ６９４ま ０００まで、 

す庫県後期高齢者医療広域連合への負担金、そして特別会計への繰出金まを計上をいた

しております。

６３ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、９２５ま ０００まで、子ど

も・子育て会議委員１３名の委員報酬と、こどもを健やかに生み育てる支援金、子ども

会、縁結び事業、出産祝い金、そして第２期子ども・子育て支援事業計画の策定自ど児

童福祉に係るる費を計上いたしております。

６３から６４ページ、２目児童措置費は、１年 ４５５ま ０００まで、児童手当と、 

その給付に係る事務費を計上をいたしております。３目保育所費は、２年 ０６１ま 

０００まで、子ども・子育て支援法に基づき、寺前保育所、神崎保育園、そして管５保

育所においてそれ２れま滑自運営を行うための運営委託料、一時預かり事業補助金自ど

を計上いたしております。

６４から６５ページ、４１１項保健衛生費、１目保健衛生総務費は、８年 ３８４ま

０００まで、対前年度対３年 ３７１ま ０００まの減までございます。健康福祉課  

の一般職１１名の人件費と公立神崎総合病院、水道事業会計への補助金と出資金、介護
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療育、ケエ１テーでョンかんざきへの繰出金自ど保健衛生業務に係るる費を計上をいた

しております。

６５ページをお開きください。２４節投資改び出資金４年１５ま ０００までござい

ます。これにつきましては、病院事業会計の資本的自支４条への出資金でございまして、

このうち病院８館改８に係る出資金は、合併特例事業債と耐震改修に係る１会資本整備

総合交付金を財源とした１年 ２６５ま ０００ま、そして過疎債を財源とした医療７ 

７購入分１年まを計上いたしております。病院事業会計への繰出金の合計まにつきまし

ては、１９節負担金、補助改び交付金の自益的自支３条への補助金２年 ００１ま ０ 

００まと合わせて６年 ０１６ま ０００までございます。 

６５ページから６７ページ、２目健康づくり対策費は、 ９１４ま ０００まで、健 

康教育・金金、特定基本健診、がんま各種検診、予防接種、食育計画推進事業自ど、町

民の健康０進、そして４主的自健康づくりに自り組む意金の形成自どを目的とした事業

のる費を計上をいたしております。７節補金の嘱託・臨時職員補金２２７ままは、地域

おこし協特隊１名分でございます。

６７ページから６８ページ、３目３子衛生費は、 ４１１ま ０００まで、乳幼児健 

診、５歳児までの金金、虫歯予防、妊婦健康支援、特定不妊治療費助成、産後ケエ、子

育て包括支援センターに係るる費自ど、ゼ度歳から５歳児、そして妊娠から出産、育児

まに特する３子保健事業のる費を計上をいたしております。

６８ページ、４目保健衛生施設管理費は、４４１ま ０００まで、特河内保健福祉セ

ンターの施設の改能管理に係るる費を計上いたしております。

６８ページから６９ページ、５目診療所費は、８０６ま ０００まで、１上改び上小

田診療所の開設に係る運営費、そして１医師会で実施をしている休日の在１当番医金事

業への負担金、救急救命センターへの運営負担金自どを計上をいたしております。

６９ページから７０ページ、２項環境衛生費、１目環境衛生費は、 ６４４ま ００ 

０まで、対前年度対 ２８８ま ０００まの減まであり、住民生活課の一般職４名の人 

件費と畜犬登録、狂犬病予防注射まの事務、そして中播８部行政事務組合の火葬３分の

負担金ま、環境衛生行政に係るる費を計上をいたしております。

７０ページ、１３節委託料をごらんください。公共施設の温金効果２１、ＣＯ２ 削減

を目的としたカーボンでネジ５ントそ化事業の事業実施に当た自て、総合的自管理業務

委託料として５２３ま ０００まを計上いたしております。２目公害対策費は、６４ま

０００まで、町内の河１の水０００調査まの委託料を計上いたしております。

７０ページから７１ページ、３項清掃費、１目ごみ処理費は、２年 ８４８ままで、

対前年度対 ３２５ま ０００まの減までございます。これにつきましては、中播８部 

ク平ーンセンターの施設建設に係る組合費の償還が終了をしたということから、同組合

の運営負担金が減まに自自たことによるものでございます。町内の一斉のク平ーン円３、

そして不法投棄の処理、資源ごみ回自補助金まのる費を計上いたしております。
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７１ページをごらんください。１９節負担金、補助改び交付金の家庭用生ごみ処理容

７購入費補助金１０８ままでございます。生ごみ減業化に向け、コンポ１ト購入に係る

費用の一部を助成、補助するもので、特３コンポ１トを金めとして平成３０年度の決算

実２億億みを勘案し自がら、４０台分を億億んでおるところでございます。

２目し２処理費は、５年 ５８０ま ０００まで、町内５３０基の合併処理浄化槽の 

改能管理費、そして浄化槽０泥を処理する施設として福崎町に共同で設置をしている中

播衛生センターへの運営負担金、そして合併処理浄化槽の設置５人槽４基、７人槽４基

の設置補助金、下水道事業会計への補助金、出資金まのる費を計上をいたしております。

７１ページから７２ページ、５１農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費は

４１９ま ０００まで、農業委員１４名と農地利用最適化推進委員７名の委員報酬、地

域振興課の一般職１名の人件費と農業委員会の運営、そして農地の基本台帳管理、農業

者年金まに係るる費を計上いたしております。

７２ページから７３ページ、２目農業総務費は、 ６４９ま ０００まで、地域振興 

課の一般職５名の人件費と中播農業共す事務組合への負担金、そしてその円農政事務に

係るる費を計上いたしております。

７３ページから７４ページ、３目農業振興費は、１年 ２９４ま ０００まで、各区 

の農会長、営農組合長への農政事務協特謝礼、中山間地域ま直接支払い交付金、有害鳥

獣対策、興・エ２イ平で・ヌート平エ、多自的７能支払い交付金、米安全確保対策、興

興興支援、人・農地問題解決推進事業自ど、農政施策に係るる費を計上いたしておりま

す。

７４ページをお開きください。１９節負担金、補助改び交付金の農業７械施設整備支

援事業補助金７６１ままでございます。これにつきましては、町単独の補助事業でござ

いまして、株式会１中村営農の農業用用水施設への補助、そして赤田営農、０納営農、

認定新特就農者１名への農業７械導入に係る補助金でございます。る営体育成支援事業

補助金７５９ま ０００までございます。これにつきましては、県の補助金を財源とい

たしまして、株式会１中村営農、農事組合法人特山営農、本村営農、認定農業者１名へ

の農業７械導入に係る補助金でございます。農業次補代人材投資事業補助金４５０まま

でございます。これにつきましても、県補助金を財源として認定新特就農者３名への人

材育成ま補助金でございます。

７５ページ、４目農地費７２４ま ０００まで、土地改良施設の改能管理を行自てお

ります。区から要望のあ自た４件の単独土地改良事業補助金３７５ままの計上、そして

農道１、５つの１のす検調査委託料として１５０まま自どを計上いたしております。

７５ページから７６ページ、５目農業施設管理費は、 ６６３ま ０００まで、対前 

年度対９３５ま ０００まの０までございまして、水車公園、神崎４ード、道の駅の各

施設の改能管理る費を計上をいたしております。神崎４ードの７調、７明設備のへ新の

事業費につきましては、まず１３節委託料の０理業務委託料１５０まま、そして１５節
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工事請負費の ５００ままでございます。

７６ページから７７ページ、６目地籍調査費は、２年７５４ま ０００まで、対前年

度対 ９２８ま ０００まの減まであり、地籍課の一般職９名の人件費と計画的に進め 

ている山林部調査の事業費を計上いたしております。

７７ページから７８ページ、２項林業費、１目林業総務費は、 ９１４ま ０００ま 

で、地域振興課の一般職１名の人件費、そして県営事業の広域基１林道１ケ１・三国１

１工事費の県への負担金、林地台帳の整備委託料自ど林政事務に係るる費を計上をいた

しております。

７８ページから７９ページ、２目林業振興費は、１年 ８０８ま ０００まで、対前 

年度対 ４９６ま ０００まの０までございます。これにつきましては、新たに設けら 

れた森林環境譲与税の０自により、００の森林整備を拡充したため０まと自自たもので

ございます。木工芸センターの「ピノキオ館」への指定管理料、そしてナ２枯れ対策の

委託料、森林管理１００％推進による造林事業、県民２税を活用した事業、そして森林

環境譲与税を活用した間伐の補助金ま、林政施策に係るる費を計上いたしております。

７９ページ、３項水産業費は、７２５ま ０００まで、寺前・長谷・２知１漁協への

補助金まを計上いたしております。１９節負担金、補助改び交付金の水産活性化補助金

は、水産の再生や活性化のための活３、自り組みへの支援として１１体５０ままで、計

２００ままを計上いたしております。

７９ページから８０ページ、６１を工費、１項を工費、１目を工振興費は、１年 ３

８３ま ０００まで、対前年度対 ４１７ま ０００まの０までございます。これにつ  

きましては、１０月からの１費税消き上消による地方１費喚起のために国が実施するプ

レミエざ付を品券事業費の０ま計上によるものでございます。地域振興課の一般職３名

の人件費と町を工会への補助金、ハート４ルを品券の補助金、そしてかみかわ支え合い

ネットワーク事業の補助金を含んだを業振興事業補助金、そして就労支援で１テざとし

て、かみかわお仕事ナビの導入に係る費用まを計上いたしております。

８０ページから８３ページ、２目観光振興費は１年 ４９４ま ０００まで、対前年 

度対 ９０２ま ０００まの減までございます。地域振興課の一般職３名と再任用１名 

の人件費、そして町観光協会への補助金、夏祭りを金めとした地域活性化事業、サイク

ル事業、そして各観光施設の指定管理料や改能管理費、改修工事費自ど観光施策に係る

る費を計上をいたしております。

８１ページをごらんください。７節補金２３３ま ０００ま、これにつきましては、

地域おこし協特隊１名分でございます。

８３ページから８４ページ、３目特河内高原整備費は、１年 １９８ま ０００まで、 

対前年度対 ５７４ままの０までございます。１山高原との１高原の観光対Ｒ、平２ク

でエを中心とした高原内の改能管理る費、そして１キー３のゲレンデ２化工事費、そし

ての１高原内の道路整備まの費用を計上いたしております。

－１０３－



８４ページから８６ページ、７１土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は、１年

１９４ま ０００まで、対前年度対 ８８７ま ０００まの０までございます。建設   

課の一般職１２名の人件費と町営駐車３の管理、ＪＲ播但１駅のトイレの改能管理、道

路台帳管理、そして急傾斜地崩壊対策事業、本村区、岩５区、鍛冶区に係る県への負担

金自どを計上いたしております。

８６ページ、２項道路１１費、１目道路１１改能費１年 ８８０ま ０００まで、対 

前年度対 ３７０ま ０００まの０までございます。町道の除草円業、除前る費、道路 

１１補修工事費自ど町道の改能管理る費を計上いたしております。１５節工事請負費を

ごらんください。１年 １７０ままでございます。内備でございます。町の計画７路１

１年 ３００まま、区要望事業１１区から ３５０まま、そして１地対策事業の町道１ 

山の１１の舗装 ５２０ままでございます。

８６ページから８７ページ、２目道路１１新設改良費は、３年 ７２０ままで、対前

年度対 ８７０ままの０までございます。内備を申し上消ます。継続事業の道整備事業

交付金では、町道神崎・市１１ ３００まま、町道神崎・市１支１ ８００まま、町道 

水町り中河原１ ４２０まま、そして町単独道路改良事業では、１地対策事業の町道円

円・新田１が ０５０まま、そして区要望１カ所を含めた単独の道路工事費が６５０ま

ま、１１の長１命化修１事業が１年 ５００ままでございます。

８７ページ、３項河１費でございます。 ５１８ま ０００まで、河１ク平ーン円３、 

区要望２カ所を含む河１改修工事費自どを計上いたしております。

４項４市計画費は、 ７６２ま ０００まで、対前年度対 ２１１ま ０００まの減   

までございます。１５節工事請負費 ７００ままにつきましては、銀の馬車道の町並み

を残している中村・１１町１観形成地区の道路の美装化に係る工事でございます。

８７ページから８８ページ、５項住１費、１目住１管理費は、 ９８３ままで、町営

住１５１地の改能管理、そして７き家を活用した補３住１３エの改能管理、補者の定住

４進を目的とした家補補助金、住１支援補助金、平４がーざ補助金、そして７き家まの

対策に係るる費を計上いたしております。

８８ページをごらんください。１３節委託料でございます。平成３０年度で実施した

７き家まの実態調査によるデータベー１をもとに、平成３１年度でその対策計画をつく

るために委託料として４２０ままを計上いたしております。

８８ページから８９ページ、２目住１建設費は６４７ま ０００まで、対前年度対３

年 ５６４ま ０００まの減までございまして、町営住１００１地の建てかえ工事が完 

了したこと自どから減まと自自てございます。住１建設費につきましては、田５暮らし

・多４然居住推進事業、そして７き家利活用に係る事業費を計上いたしております。

８９ページ、８１１防費、１項１防費、１目常備１防費は、１年 ４００ま ０００ 

までございます。姫路市１防局への１防事務委託料は１年 ６１９ままでございます。

そして神崎１３町を管１する１防車両のへ新で、新たに１防タンク車の導入への神河町
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の負担金 ７７０ま ０００まを計上をいたしております。１防タンク車の購入費用に 

つきましては ６２８ままでございます。

８９ページから９０ページ、２目８常備１防費は、 ３５３ままで、地域での防火・

防災の１防１活３に係るる費でございます。

９０から９１ページ、３目１防施設費は、 ７３７ま ０００まで、対前年度対 ６  

７１ま ０００まの減までございます。各区が保有する１防車両と指１車の改能管理費

と施設整備費でございます。その中に、区要望２件の警鐘台の塗装修１１１０ままを計

上いたしております。１５節工事請負費の防火水槽設置工事請負費８９７ま ０００ま

は、岩５区で１基の新設でございます。１防施設整備工事請負費１５０ままは、特１原

区の度ー１区の新設でございます。１８節備品購入費の車両購入費６６２ま ０００ま

は指１車のへ新でございます。

９１ページから９２ページ、４目災害対策費は、 ４５８ま ０００まで、災害時の 

緊急対１に係る職員の時間５勤務手当、そして防災備蓄備品の購入、４主防災組織の運

営補助金、防災行政無１の管理運営費自ど防災対策に係るる費を計上いたしております。

１３節委託料では、地域防災計画のへ新に消き続き、特特特災害時における業務継続計

画策定に３９６ままを計上いたしております。そして現在運用中の防災行政無１の１ぐ

あい改修のための委託料として４６８ま ０００まを計上いたしております。

９２ページ、９１教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費は、１２０ま ０００

まで、教育委員４名の委員報酬と教育委員会の運営る費を計上いたしております。

９２ページから９４ページ、２目事務局費は、 ６２３ま ０００まで、対前年度対 

５３１ま ０００まの０まであり、教育長と教育課一般職６名の人件費と不登校自ど 

問題を抱える児童生徒の支援のための適１指導教金の職員、そして４ーでャルワーカー

の配置、１ポーツ・５化競金特会出３激励金、また、２知谷小学校・幼稚園の選合準備

る費自ど教育行政に必要自る費を計上いたしております。教育長の給与につきましては、

神河町報酬審議会の答申に基づき、改定は行わず据え置き、期末手当につきましては一

般職に準じ０５月の消き上消を反映し、計上をいたしております。

続きまして、９４ページから９７ページ、２項小学校費、１目小学校管理費は、１年

２０６ま ０００まで、対前年度対 ６１２ま ０００まの減までございます。これに  

つきましては、学校施設整備費の減まによるものでございます。一般職１名の人件費と

町内４小学校の学校運営改び施設管理に係るる費を計上をしております。

９６ページをお開きください。１５節工事請負費９１３ままでございます。これにつ

きましては、神崎小学校の体育館５５まの防水工事でございます。

続いて、９７ページ、２目小学校教育振興費は、７９３ま ０００まで、４然学校や

環境体７活３、５国語英語教育の推進、そして就学援助費自どを計上をいたしておりま

す。

９７ページから１００ページ、３項中学校費、１目中学校管理費は、 ９５０ま ０ 
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００まで、対前年度対 ０２７ま ０００まの０までございます。一般職１名の人件費 

と神河中学校の学校運営改び施設管理に係るる費を計上しております。

９８ページをお開きください。まず、７節補金のうち臨時職員補金５７ま ０００ま

でございます。これは、新たに部活３の指導員２名を配置するものでございます。

９９ページをお開きください。１５節工事請負費 ５０４ま ０００までございます。 

これにつきましては、体育館の軒天井の張りかえ、そしてウオータークー２ーの設置に

係るものでございます。

１００ページ、２目中学校振興費は、９７９ま ０００まで、ト２イやる・ウイーク、

５国語指導助手４Ｌ４の活用事業、そして就学援助費に係るる費を計上をいたしており

ます。また新たに、３年生を対象に金課後における補充学習を支援していくこととして、

講師謝礼として３１ま ０００まを計上いたしております。

１０１ページから１０３ページ、４項幼稚園費は１年 １１２ま ０００まで、対前 

年度対 ３２２ま ０００まの０までございます。幼稚園教年１２名の人件費、そして 

支援が必要自園児への補助員まの補金、そして町内４幼稚園の運営改び施設管理に係る

る費を計上をいたしております。

１０３ページから１０５ページ、５項１会教育費、１目１会教育総務費は、１年 ７

２１ま ０００まで、対前年度対 ０８４ま ０００まの０までございます。教育課の  

一般職３名の人件費と人８啓発学習事業、金課後子ども教金と学童保育、成人式、町の

５化財保特とあわせ５化庁のすす５化基本すすを活かした観光すす推進事業と福本２２

保特活用事業自ど、１会教育行政施策に係るる費を計上いたしております。

１０４ページをお開きください。１３節委託料の設計０理業務委託料６２７ま ００

０まの内備でございます。福本２２保特活用施設の２イ２ン１施設に係るものが３８０

まま、寺前学童の保育ルーざの拡張工事に係るものが２４７ま ０００までございます。

続いて、１５節工事請負費でございます。 ９７１ま ０００まの内備は、まず福本２ 

２保特活用施設に係るものが ０００まま、寺前学童の保育ルーざの拡張工事に係るも

のが９７１ま ０００までございます。

１０５ページから１０７ページ、２目公民館費は、 ５９１ま ０００まで、対前年 

度対１年 ００２ま ０００まの減まで、これにつきましては、中度公民館の７調、７ 

明設備のへ新整備が完了したことによるものでございます。一般職３名の人件費と、神

崎、そして中度公民館の施設改能管理費、でニエカレッジ、公民館教金、１るさと５化

祭、美術展、一般公演、図書金の運営まに係るる費を計上いたしております。

１０７ページの１５節工事請負費８２ままでございます。これにつきましては、中度

公民館のトイレにベビーでートを設置する工事費でございます。

１０７ページから１０９ページ、３目１会教育施設運営費は、 １４１ま ０００ま 

で、一般職１名の人件費と児童センターきらきら館、子育て学習センター、地域交流セ

ンター、やまびこ学園まの運営と施設改能管理に係るる費を計上をしております。
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１０９ページから１１０ページ、６項保健体育費、１目保健体育総務費が９２２ま

０００まで、１ポーツ推進委員１５名の委員報酬と町体育協会への補助金、青少年健全

育成１体への補助金、そして１ポーツ教金、１ポーツ特会自どに係るる費を計上をいた

しております。また、ワールドで１ターズゲーざズ２０２１特西において本町で実施さ

れるオ平エンテー平ン平競金の準備に係る実行委員会る費として２１０ままを計上をい

たしております。

１１０ページから１１１ページ、２目体育施設管理費は、 １１０ま ０００まで、 

町内７カ所の体育施設の運営改び施設改能管理費を計上をいたしております。

１１１ページから１１４ページ、３目学校給食費は１年 ９６２ま ０００まで、一 

般職４名の人件費、臨時・嘱託職員１０名の補金と学校給食の運営と施設の改能管理る

費を計上しております。

１１４ページ、１０１公債費、１項公債費、１目元金は、９年 ０４６ままで、対前

年度対 ６７４ままの０までございます。これにつきましては、過３に建設をした学校

や観光施設まの公共施設、そして道路自どイン４２整備の財源として借り入れた地方債

の元金に係るすす金を計上いたすものでございます。２目利子でございます。 ３０４

ま ０００まで、対前年度対７０８ま ０００まの減までございます。これにつきまし 

ては、過３に借り入れた地方債の利子が １０４ま ０００ま、そして資金繰りのため 

に一時的に借り入れる予定の一時借入金利子として２００ままを計上をいたしておりま

す。

１２１予備費は、 ０００ままを計上いたしております。

１１６ページから１１７ページにつきましては、債務負担行為の支出予定ま調書に自

自ております。

１１８ページは、地方債の現在高の億億みに特する調書でございまして、平成３１年

度末の億億みにつきましては１３７年 ４２８ま ０００まと自自ております。 

１１９から１２４ページまでは、給与費の明細書と自自ております。そして１２５ペ

ージにつきましては、別添資料として地方債の内備を添付をいたしております。

続きまして、少し予算説明資料について説明をさせていただきたいと思います。

まず、予算の概要の１６ページの次に改めて１ページからページを振自ております。

まず１ページでございます。平成３１年度の会計別当金予算まの状況でそれ２れ前年度

対の対較をしたものでございます。

続いて、２ページから６ページのそれ２れのページにつきましては、予算の歳入歳出

の状況について前年度と対較し、分析をしたものでございます。

続いて、７ページをお開きください。７ページにつきましては、住民１人当たりの歳

入歳出まの内備でございます。

次の８ページです。これにつきましては、予算分析表ということで、る常自支対率の

算出でございます。ごらんに自自ていただけれ４、平成３１年度の予算段階での億億み
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は９⒐６％ということで、前年当金に対較し⒈７ポイントの上昇と自自てございます。

歳入る常の一般財源が ４１７ま ０００ま減る減までございます。歳出のる常一般財 

源は、それに反し ８１３まま００と自自ていると。このよう自状況から、対率として

上昇をしておるというところでございます。

続いて、９ページをお開きください。９ページにつきましては、一般会計、そして特

別会計を通じた１通会計の基金の状況でございます。

続いて、１０ページから１２ページにかけましては、町税の予算の算出内備と自自て

おります。特に新設された環境性能１について記述をしておりますので、ごらんに自自

ていただけれ４と思います。

続いて、１３ページから１５ページにかけては、地方譲与税、県からの各交付金、地

方特例交付金、地方交付税まの概要説明でございます。このページにつきましても、新

しく設けられた森林環境譲与税、そして環境性能１交付金、４３車、３４３車に係る減

税補填、そして子ども・子育て支援臨時交付金ま新たに説明を０えておりますので、ご

らんください。

続きまして、１６ページから２９ページにかけては、歳入予算の国・県支出金の説明

の一覧表でございます。

続いて、３０ページから１００ページにかけては歳出予算でございまして、目的別、

事業別にそれ２れ財源内備、そして事務事業の説明まの内備でございます。

１０１ページ、１０２ページにつきましては、地方１費税交付金の５％から８％に消

き上消られた分の充当の一覧でございます。

１０３ページから１０５ページにかけては、財産に特する調書でございます。

そして最後、１０６ページから１０９ページにかけては、区要望事業の自りまとめ表

でございます。

以上で詳細説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４０号議案の提案説明が終わりました。

次に、第４１号議案、平成３１年度神河町介護療育支援事業特別会計予算について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町介護療育支援事業特別会計予算でございます。本会計

につきましては、神崎１３町と姫路市で、小児に対する療育事業や福祉介護１タッ４研

修、支援事業まを共同設置して運営しております。

予算の内容につきましては、歳入では、ケエ１テーでョンの負担金、一般会計繰入金、

受託改び事業自入を予定し、歳出では、人件費１０名分とる常る費、そして起債償還分

としての一般会計繰出金が主自ものでございます。これらにより歳入歳出予算の総まを
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歳入歳出それ２れ ２９４ままとするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

事項別明細書で説明させていただきますので、４ページをお願いいたします。まず歳入

で、第１１第１項１目負担金のケエ１テーでョン負担金は、市１町、福崎町、姫路市の

負担分でございまして、 ６２７まま、第２１第１項１目一般会計繰入金は、神河町負

担分の８０７ま ０００までございます。２目訪問看護事業特別会計繰入金の１００ま

まは、訪問看護１テーでョンの事務所が同居しているための負担分でございます。

第４１第１項１目１害児通園事業自入 ４１５ま ０００まは、児童福祉法に基づく 

報酬分でございます。３１年度に利用される児童を年間報報 ３３２人と億ております。

２目１害児金金支援事業自入は、９０人のサービ１利用計画の円成と度ニタ平ン平を予

定し、２６３ま ０００まを億億んでいます。第２項１目受託事業自入は、介護保険の

介護予防事業の受託分で７４ままを億ております。５ページの第３項１目利用者負担金

は、１害児通園事業の利用者の１１負担分でございます。第４項雑入の１目雑入につき

ましては、研修参０費、行事参０費、検診助成金、イン４ルエン度予防接種助成金と町

有４３車有害保険受け入れ金で、２８ま ０００までございます。

６ページの歳出の業務費 ５９２ま ０００まのうち特き自ものは人件費で、介護療 

育事業１タッ４の正職員４名、嘱託職員４名、８常勤運転員２名の計１０名が担当いた

しております。８節の報償費につきましては、公開講座ま３回を予定しておりまして、

その講師謝礼でございます。１１節そ用費は光そ水費自どで３６９ま ０００ま、１２

節役務費では、通話料自ど６４ま ０００ま、７ページの１３節委託料では、エレベー

ター保守す検委託料自どで１６５ま ０００ま、１４節１用料改び補借料は、財務会計

で１テざ補借料自どで５８ま ０００ま、１８節備品購入費につきましては、療育シシ

７７自どの購入を予定しております。１９節負担金、補助改び交付金は、金金研修負担

金で３まま、１２節補償補填改び万償金で１０まま、２７節公課費は、４３車重業税で

６ま ０００ま、第３１第１項１目一般会計繰出金６３８ま ０００まは、建設費償還 

金分を一般会計に繰り出しています。

９ページ以降は、給与費明細を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４１号議案の提案説明が終わりました。

次に、第４２号議案、平成３１年度神河町国民健康保険事業特別会計予算について提

出者の説明を求めます。
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山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

平成３０年度は、国保金度改革により、４道府県が市町村とともに国民健康保険の保

険者と自り、あわせて財政運営の責任主体と自ることから、町の国保運営につきまして

も特き自転換の年と自りました。この金度改革に当たり、特に影響するのが保険税率で

ございます。保険給付費に対しては、ほぼ同まが歳入の県支出金で９られますので、年

度途中に医療費が０減しても財政的に影響は自く、よ自て、保険税率の算定基礎と自る

のが県から町へ自課される納付金と自ります。この納付金は、町の所９状況や直近３カ

年の医療費状況をもとに算出されるもので、医療費の００が税率に影響するとい自たす

図はこれまでと同様でございます。

そして平成３１年度の予算編成につきましては、予算総まは前年度と対報て特とに減

少しており、これは保険給付費が保険給付費に充てる１通交付金との特連で県が推計し

たまを計上する仕組みと自自ており、その億億みまが約３年まの減少と自自たためでご

ざいます。

事業費納付金については、昨年度から危惧しておりましたとおり、高騰した平成２９

年度の医療費が０年度から反映されますので、年年度対対で ７００ままほど００して

おります。ただ、昨年度の当金予算まに対報て歳入の特別交付金や保険基盤安定繰入金

が多く９られる億億みでございますので、保険税の予算まとしては約６６０ままの０で

おさまりそうです。また、年年度は当金予算と対較して国保税の税自が１える億億みで

すので、０年度につきましては、被保険者の人数改び所９に特き自変３が自けれ４税率

を消き上消る必要は生じ自いかとす定しております。

しかし自がら、平成２９年度の医療費の高騰は、平成３２年度、３３年度の納付金に

も影響し、また、年年度の医療費も昨年度ほどではありませんが、金変わらず高どまり

の様金を呈しております。年後においても、医療費が保険税率のもとと自ることから、

町民の皆様がより健康と自り、あわせて国保財政の健全化につ自がるよう、保健事業の

より一層の推進に努めてまいります。以上のことを踏まえ、歳入歳出予算の総まを歳入

歳出それ２れ１２年 ５７２ま ０００ま、対前年度対でイナ１１  ⒏１％とするもので

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説
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明させていただきます。

予算事項別明細書５ページをごらんください。歳入の部ですが、す成対、パーセント

の欄をごらんいただきますと、国民健康保険税が１⒏１％、県支出金が７⒌９％、繰入

金が⒌９％と自り、以上３項目でほぼ１００％を占めております。

６ページをごらんください。歳出の部は、す成対が、保険給付費で７６％、国民健

康保険事業費納付金が２⒍５％、以上２項目で９⒎１％を占めております。

それでは、７ページ以降で主自ものを説明させていただきます。

歳入の部、１１国民健康保険税は、基本的には歳出総まから県まの補助金、繰入金ま

自入まを差し消いたまを賄うものでございます。１目一般被保険者国民健康保険税が合

計２年 ３１９まま、２目計職被保険者ま国民健康保険税については、例年の決算まか

ら０年度の自納億億みまを算出し、合計５９ま ０００ま、国民健康保険税総まとして

２年 ３７８ま ０００まを計上しております。昨年との対較で６６３ままの０まと自 

自ておりますけれども、町長も説明いたしましたように、事業費納付金につきましては、

高騰した平成２９年度の医療費が反映され、年年度対対で ７００ままほど００してい

ますが、昨年度の当金予算まに対報て歳入の特別交付金や保険基盤安定繰入金が多く９

られる億億みと自りましたので、保険税の予算まといたしましては６６３ままの０でお

さまりそうです。

２１１用料改び手数料が６ま ０００まで、２４手数料です。

３１国庫支出金、１項国庫補助金、１目災害臨時特例補助金につきましては、災害が

あ自た３合や東日本特震災に係る避難者の受け入れまがあ自たときのもので、科目設定

をしています。

４１県支出金、１項県補助金、１目保険給付費ま交付金、１通交付金につきましては、

町が保険給付に要する費用から精神結核医療自課金改びレセプト特算処理手数料を除い

たものが全ま交付と自り、８年 １２３ま ０００ま、特別交付金につきましては、町 

国保で実施する特定健診まの実施率や医療費適正化を目的とした保健事業のる費に対し

て補助が９られるものに自ります。内容といたしましては、００の国県特別調整交付金

まが交付され、計上まにつきましては県から通知のありましたまと自りまして、 ６６

８ままを計上します。

８ページに参ります。２項財政安定化基金交付金につきましては、町が国民健康保険

事業費納付金を納めるに当たり、自税に不足が生じた３合まに県から３し付けを受ける

ものであり、科目設定をしています。

５１財産自入は、財政調整基金の利子分１６ま ０００ま、６１繰入金、１項円会計

繰入金、１目一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金、保険税３減分は、法定３減によ自

て保険税自納まが減まに自自た分を一般会計から補填するもので、繰入まにつきまして

は県費が４分の３、町が４分の１負担と自り、納付金をもとに算出した税まから算出し、

４７７まま、保険基盤安定繰入金保険者支援分については、保険税現年度分の１人当
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たりの調定まに法定３減の該当者数に乗じたまを一般会計から繰り入れするもので、繰

入まにつきましては、国費４分の２、県費４分の１、町が４分の１負担と自り、納付金

をもとに算出した税まから算出し、 ９７１ま ０００ま、職員給与費まは １６２ま  

０００ま、出産育児一時金分は歳出まの３分の２金当の２２４まま、財政安定化支援

事業分は県が算出した４６８ま ０００まを計上しています。

７１繰２金は、３０年度からの分で科目設定です。

８１３自入、１項報滞金０算金改び過料の国民健康保険税報滞金については科目設定、

２項雑入、１目第三者納付金は、被保険者の交通事故まの医療費を国保会計で立てかえ

る３合の戻り分として科目設定、２目す納金は、無資格者の不当利益す納分として科目

設定、３目雑入は、１人当たり ０００まの特定健診実費自自金７０まま、平成１９年

４月１日以前に生まれた方で７０歳以上の負担の本０２１を国が１１に３減しているた

め、国からの負担金、指定公費負担金す還金として３まま、４目療ざ給付費ま負担金に

ついても科目設定をしております。以上、歳入合計は１２年 ５７２ま ０００まであ 

ります。

次に、歳出の部、１０ページをごらんください。１１総務費、１項総務管理費、１目

一般管理費で、一般職２名分の人件費や保険給付事務に必要自る費 ７０４ま ０００ 

まを計上、２項自税費では、税の自課自自に必要自る費８７ま ０００ま、３項運営協

議会費で国保運営協議会開催に必要自る費７ま ０００まを計上しています。

２１保険給付費については、平成３０年度から保険給付に係る費用は県からの交付金

で賄うことに自り、したが自て、町国保の保険給付費の予算まについては、県が指定し

たまを計上する必要があり、県は町の医療費水準や医療費の３向を勘案し、指定まを決

定しております。１項療ざ３費、１目一般被保険者療ざ給付費７年 ８７８ま ０００ 

ま、２目計職被保険者ま療ざ給付費１５０まま、３目一般被保険者療ざ費５５５ま ０

００ま、４目計職被保険者ま療ざ費１５まま、５目審査支払い手数料ですが、国保連合

会へ支払うレセプト、療ざ費支給申請書の審査支払い手数料改び特算処理手数料で、一

般分、計職分の区分をせずに一本で計上しており、２４２ま ０００ま、２項高ま療ざ

費、１目一般被保険者高ま療ざ費１年 ７７５ま ０００ま。 

１２ページに参ります。２目計職被保険者ま高ま療ざ費２５まま、３目一般被保険者

高ま介護合算療ざ費３０まま、４目計職被保険者ま高ま介護合算療ざ費１０まま、３項

移送費については、一般、計職とも５まま、４項出産育児３費、１目出産育児一時金３

３６まま、審査支払い手数料 ０００ま、５項葬祭３費、１目葬祭給付費については２

０件分、１００まま、６項精神結核医療付０金については、４立支援医療に係る５０医

療の１人負担１０％分と、結核医療に係る１人負担５％分を国民健康保険から助成する

もので、過３４年間の精神結核医療付０金のもびに１じたまとし、１２５ま ０００ま。

続いて、３１国民健康保険事業費納付金ですけれども、医療費給付費分、後期高齢者

支援金ま分、介護納付金分とに分けて算出されています。１項医療給付費分、１目一般
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被保険者医療給付費分２年 １８０ま ０００ま、２目計職被保険者ま医療給付費分３ 

５ま ０００ま、２項後期高齢者支援金ま分、１目一般被保険者後期高齢者支援金ま分

８６８ま ０００ま、２目計職被保険者ま後期高齢者支援金ま分１１ま ０００ま、  

３項介護納付金分 ６０６ま ０００ま、続いて、４１保健事業費、１項特定健康診査 

ま事業費につきましては、平成２０年度から４０歳以上７５歳未満の被保険者を対象に

５タボ平ックでンド度ーざの予防、改善を主眼とした特定健診、特定保健指導を実施し

ており、平成３１年度は特定健診、保健指導まの費用として６１１ま ０００ま。

１４ページに参ります。２項保健事業費、１目保健事業趣旨１改費につきましては、

無受診家庭への記念品代や金度の啓発に係るパン４レットまの費用、人間ドックや脳検

査費用まのる費並びに特定健診未受診者対策事業のる費として４２３ま ０００ま、５

１基金費として財政調整基金積立金として１６ま ０００ま、６１３支出金、１項償還

金改び還付０算金、１目国民健康保険税還付金については、過年度還付金として２００

まま、２目県支出金す納金として ０００ま、２項繰出金、１目一般会計繰出金として

平成２０年度から始ま自た特定健診、特定保健指導の実施に係る事務費金当まを一般会

計に繰り出しするもので、健康福祉課での健康づくりポイントカード事業まが対象と自

り、６３ま ０００ま、７１予備費につきましては５００ままを計上しています。以上、

歳出合計は１２年 ５７２ま ０００まであります。 

１６ページ以降には、給与費明細を添付しております。

平成３１年度神河町国民健康保険事業特別会計の内容説明は以上でございます。よろ

しく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４３号議案、平成３１年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。本事

業は、医療保険料を年金から自自する特別自自と納付書により自自する１通自自で受け

入れ、広域連合へ負担金として支出することが基本的自内容でございます。

予算の主自内容につきましては、歳入では、医療保険料１年 ７８６ま ０００ま、 

一般会計繰入金 ０３７ま ０００ま自どを計上しております。歳出では、一般管理費 

６９９ま ０００ま、後期高齢者医療広域連合納付金１年 １２４ま ０００ま自どを  

計上しております。これらによりまして歳入歳出予算の総まを歳入歳出それ２れ１年

８３５ま ０００まとするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお
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願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

予算事項別明細書６ページをごらんください。歳入の部、１１後期高齢者医療保険料

は、広域連合より提示された自課総ま億億みまから３減分を差し消いたまに特別自自改

び１通自自それ２れに自納率と１合を掛けております。自納率は特別自自が１００％、

１通自自は平成２９年度実２が９⒏８５％、１合は特別自自が約８０％、１通自自が約

２０％でございます。１通自自の過年度分は３０年度滞納億億みまに自納率を掛けてお

ります。保険料の合計は１年 ７８６ま ０００まです。 

２１１用料改び手数料は、科目設定です。

３１繰入金は、一般会計からの繰入金で、人件費と事務費で６９９ま ０００ま、保

険基盤安定繰入金は広域連合から提示の ３３８ま ０００まです。 

４１３自入、１項報滞金０算金改び過料、１目報滞金は科目設定です。同じく２項雑

入は科目設定です。同じく３項償還金改び還付０算金、１目保険料還付金は、３０年度

実２から１０まま、２目還付０算金も３０年度実２から１ままを計上しています。

５１繰２金は、前年度繰２金として科目設定しております。以上、歳入合計が１年

８３５ま ０００まであります。

続いて、歳出の部、７ページをごらんください。１１総務費、１項総務管理費、１目

一般管理費では、職員１名の人件費と事務る費で、６９９ま ０００まです。

２１後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合からの提示までありまして、内備は、

説明欄の保険料ま負担金１年 ７８６ま ０００ま、保険基盤安定金度負担金 ３３８  

ま ０００ま、合計が１年 １２４ま ０００まであります。  

３１３支出金、保険料還付金は、３０年度実２から１０まま、還付０算金も３０年度

実２から１ままを計上しています。以上、歳出合計が１年 ８３５ま ０００まであり 

ます。

８ページ以降には、給与費明細を添付しております。

内容説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４３号議案の提案説明が終わりました。

ここで、昼食のため暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。

午前１１時５７分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、午前中に消き続きまして会議に入ります。
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次に、第４４号議案、平成３１年度神河町介護保険事業特別会計予算について提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

予算の主自内容につきましては、歳入では、介護保険料２年 ９２０ま ０００ま、 

分担金改び負担金 ７１５ま ０００ま、国庫支出金３年 ３８０ま ０００ま、支払   

基金交付金３年 １３１ま ０００ま、県支出金１年 ７５２ま ０００ま、繰入金２   

年 ６２１ま ０００ま自どを計上しております。 

歳出では、事務費に係る総務費 １５２ま ０００ま、介護サービ１まに係る保険給 

付費１２年 ４５２ま ０００ま、地域支援事業費 ３４９ま ０００ま自どを計上し   

ております。

これらによりまして、歳入歳出予算の総まを歳入歳出それ２れ１４年 ０６４ま ０ 

００ま、対前年度対⒈８％の０まとするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。第４４号議案の詳細

について御説明を申し上消ます。

介護保険金度は、介護が必要自高齢者まが心身の状況や生活環境に１じてサービ１を

選択し、できるまり在１で４立した日常生活が送れるよう１会全体で支え合う金度であ

ります。

本会計の特半を占める介護サービ１給付費の基本的自財源内備は、介護保険料として

６５歳以上の第１号被保険者の負担１合は２３％、４０歳から６４歳までの第２号被保

険者の負担１合は２７％であり、第１号改び第２号被保険者の合計負担１合は５０％で

す。残りの５０％は公費で賄われます。この公費の負担１合は、在１サービ１の３合は

国が２５％、県が１⒉５％、町が１⒉５％で、施設サービ１の３合は国が２０％、県が

１⒎５％、町が１⒉５％と自ります。

介護保険料につきましては、第７期介護保険事業計画策定時に御審議をいただき、平

成３０年度から３２年度までの３カ年の基準保険料は月ま ８００ま、県でほぼ平１、

４１市町中、上から２０番目と自自ております。

それでは、以下、予算事業別明細書で説明をさせていただきますので、９ページをご

らんいただきたいと思います。
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まず、歳入でございます。１１１項１目第１号被保険者介護保険料、１節２年 ８４

４ま ０００まについては、６５歳以上の第１号被保険者 ０２４名分の保険料であり 

まして、平成３０年度当金予算まに対し９⒐６％と減少しております。２節滞納繰り２

し分として７６ま ０００まを計上しております。

２１分担金改び負担金 ７１５ま ０００ま、神崎１介護認定審査会共同設置負担金 

で、市１町が ２９１ま ０００ま、福崎町が ４２４ま ０００まの負担金でござい   

ます。

３１１用料改び手数料２まま、２４手数料でございます。

４１１項１目介護給付費負担金２年 ４４３ま ０００まは、介護サービ１給付費の 

うち、居１サービ１費用と審査支払い手数料の合計ま７年 ５１３ま ０００まに対す 

る２０％と、施設サービ１費用ま５年 ９３８ま ０００まに対する１５％分を合わせ 

た２年 ４４３ま ０００まと過年度分 ０００まの合計まを計上しています。  

２項１目調整交付金は、本０、介護サービ１給付費の５％で計算されますが、高齢化

率、被保険者の所９水準まで変３いたします。本町は、高齢化率が高く、やや所９水準

が低いため、平成３１年度は⒍３８％で計算し、 ０００ままを計上しています。また、

総合事業調整交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業に対する交付金で、第１号被

保険者の年齢階級別の分布状況や所９の分布状況により算定、交付されるもので、１７

２ま ０００まを計上しています。

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業については、補助基準ま

６６２ま ０００まに対する補助金で、補助率２０％、９３２ま ０００まと過年度  

分 ０００まを合わせた９３２ま ０００まを計上しています。３目地域支援事業交付 

金、介護予防・日常生活支援総合事業以５については、補助基準ま ３６８ま ０００ 

まに対する補助金で、補助率３⒏５％、 ６８１ま ０００まと過年度分 ０００まを  

合わせた ６８２ままを計上しています。

１０ページをお願いいたします。４目保険者７能そ化推進交付金については、４立支

援、重度化防止に向けた自り組みに対し交付されるもので、６１の項目の評価す数と第

１号被保険者数により算定するもので、１５０ままを計上しています。

５１１項１目介護給付費交付金３年 ８７２ま ０００まは、介護給付費と審査支払 

い手数料の合計ま１２年 ４５２ま ０００まの２７％と過年度分 ０００まを計上し  

ています。２目地域支援事業交付金 ２５９ままは、介護予防・日常生活支援総合事業

の補助基準ま ６６２ま ０００まの２７％、 ２５８ま ０００まと過年度分 ００    

０まを合わせた ２５９ままを計上しています。

６１１項県負担金１年 ３２８ま ０００まは、介護給付費のうち居１サービ１費用 

と審査支払い手数料の合計ま７年 ５１３ま ０００まに対する１  ⒉５％と、施設サー

ビ１費用ま５年 ９３８ま ０００まに対する１  ⒎５％分を合わせた１年 ３２８ま 

０００まと過年度分 ０００まを計上しています。
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２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業については、補助基

準ま ６６２ま ０００まに対する補助金で、補助率１  ⒉５％、５８２ま ０００まと

過年度分 ０００まを合わせた５８２ま ０００まを計上しています。２目地域支援事 

業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以５分につきましては、補助基準ま ３６

８ま ０００まに対する補助金で、補助率１ ⒐２５％、８４０ま ０００まと過年度分

０００まを合わせた８４１ままを計上しています。

７１財産自入１３ま ０００まは、介護給付費準備金の預金利子でございます。

１１ページをお願いします。８１１項１目介護給付費繰入金１年 ６８１ま ０００ 

まは、介護給付費と審査支払い手数料を合わせた１２年 ４５２ま ０００まの保険者 

負担率１⒉５％を計上しています。２目一般会計繰入金、１節職員給与費ま繰入金につ

いては、資格管理まに係る職員の給与費まの繰入金 ９９６ま ０００まを計上してい 

ます。２節事務費繰入金については、神崎１認定審査会に係る神河町負担金 １１９ま

０００まと、その事務費に係る繰入金 １８６ま ０００まを合わせた ３０５ま    

０００まを計上しています。３節地域支援事業補助金、介護予防・日常生活支援総合事

業については、補助基準ま ６６２ま ０００まに対する負担率１  ⒉５％、５８２ま

０００まと過年度分 ０００まを合わせた５８２ま ０００まを計上しています。４節 

地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以５分については、補助基準ま

３６８ま ０００まに対する負担率１  ⒐２５％、８４０ま ０００まと過年度分 ０ 

００まを合わせた８４１ままを計上しています。５節現年度介護保険料３減負担金繰入

金として、国庫負担金８２ま ０００ま、県負担金４１ま ０００ま、町負担分４１ま 

０００まを合わせた１６５ま ０００まを計上しています。対象者の人数は４７５人 

をす定しています。

８１２項１目介護基金繰入金 ０４８ままについては、介護保険料の上昇を８えるた

め準備基金を自り崩すものでございます。

９１繰２金、神崎１介護認定審査会に係るもので、平成３０年度決算による繰２億億

みまを計上しています。

１０１１項１目第１節第１号被保険者報滞金改び２目過料については、 ０００まず

つ科目設定しています。

１２ページをお願いします。１０１２項１目第１節す納金は、 ０００まを科目設定

しております。２節雑入としては、介護予防ケエプ２ン円成料３０９ま ０００まは、

地域包括支援センターまたは同センターが委託した居１介護支援事業所が要支援１、２

の認定者に対し、介護予防支援または第１号介護予防支援を行自た３合、介護報酬とし

て町が受てするものでございます。自お、１件 ３００までございます。

次に、訪問調査受託事業自入として、遠隔地の市町からの当町への特別ざ護ざ人度ー

ざ入所者まの訪問調査費として ０００まを計上しています。また、成年後億金度申し

立て費用負担金として ０００まを科目設定しております。介護予防教金参０負担金と
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して１人当たり３００ま、２８０人分の８ま ０００まを計上しております。２項第三

者納付金として ０００まを科目設定しております。例え４交通事故まにより介護保険

サービ１を利用する３合、０害者が費用負担をするのが原則であるため、市区町村が一

時的に立てかえをした後、０害者へ請求することに自るということで、その科目を設定

しております。

１３ページをお願いします。続きまして、歳出でございます。

１１１項１目資格業務管理費 ３３６ま ０００まは、資格業務まに携わる職員２名 

分の人件費 ７５２まま改び法改正で１テざ改修に係るる費４４０ま ０００ま並びに 

事務費ま１４４ま ０００まを計上しています。２目サービ１業務管理費 ２７８ま  

０００まは、介護保険サービ１業務に携わる職員２名分の人件費、認定調査を行う嘱託

職員２名の人件費として ２４４ま ０００ま改び事務費ま３４ま ０００まを計上し  

ています。

１４ページをお願いします。３目連合会負担金１０ま ０００まは、国保連合会会員

負担金まを計上しています。２項１目自課自自費４０ま ０００まは、介護保険料の自

課自自に係るる費で、郵便料ま事務費を計上しています。３項１目介護認定審査会費は、

０１６ま ０００ま、神崎１３町が共同で行自ています介護認定審査会に係るる費で、 

審査会委員１５名の報酬、費用弁償、保険料 ０２２ままと、審査会業務に携わる嘱託

職員２名の人件費６３８ま ０００ま改びコンピミーター保守費用２３７ま ０００ま、 

認定で１テざへ新に係る導入委託料 ５６６ままを計上、神崎１認定審査会職員給与費

繰入金については、認定審査会にかかわる一般事務職員の人件費と光そ費を合わせた４

７５ま ０００まを一般会計に繰り出ししております。その円、事務費７７ま ０００ 

まを計上しています。

１５ページをお願いします。４項１目認定調査ま費４４９ま ０００まは、被保険者

の認定調査に係るる費で、主治医の意億書料が主自ものでございます。５項１目運営協

議会費１９ま ０００まは、介護保険事業の運営状況に係る報議改び協議と平成２９年

度に策定の介護保険事業計画の対ＤＣ４サイクルによる評価、す検自どを行うための運

営協議会委員に対する報償費まを計上しています。

１６ページをお願いします。２１１項１目介護サービ１給付費ま３費について説明い

たします。

当金予算まについては、平成３０年度の決算億億みを基本に計上しております。予算

ま総ま１２年 ３５５ま ０００ま、前年度当金予算対で  ２％の０で、居１介護サー

ビ１給付費まで７年 ５１３ま ０００ま、前年対  ⒏３％の減であります。施設介護給

付費まで５年 ９３８ま ０００ま、前年対で１  ⒋８％の０と自自ております。

１７ページをお願いいたします。２項１目審査支払い手数料９７ま ０００まは、介

護給付費支払いに係る国民健康保険１体連合会への審査支払い手数料であります。１件

当たり５４までございます。
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３１１項１目介護予防・生活支援サービ１事業費、１号訪問・通所・生活支援 ２１

１ま ０００まのうち、１３節委託料２００ままについては、公立神崎総合病院に委託

し、短期集中通所型サービ１Ｃの委託料でございます。１９節負担金、補助改び交付金

の当金予算計上については、平成３０年決算億億みにより計上しております。要支援１、

２改びチェック平１トによる事業対象者の方が利用される訪問介護金当サービ１費は４

６０ま ０００まを、通所介護金当サービ１費では ５４８ま ０００まを計上し、前  

年度対２５％の０と自自ております。２目介護予防ケエでネジ５ント事業費２４３ま

０００まについては、１ほどの説明と同様、要支援１、２改びチェック平１トによる事

業対象者の方が利用される訪問介護金当サービ１または通所介護金当サービ１利用に係

るケエプ２ンの円成料を委託した居１介護支援事業所に支払うものであります。

２項１目一般介護予防事業費 ２０６ま ０００まについては、介護予防事業で要介 

護状態に自るおそれの高い状態にあると認められる６５歳以上の方を対象に、要介護に

自ることを防ぐことを目的として実施する事業でございます。内容としては、こつこつ

貯筋教金、元気づくりサポーターざ成講座と１テップエップ講座、認知症予防事業、４

主体主平ループ支援事業、地域平ハビ平テーでョン活３支援事業を行うる費３９２ま

０００まと保健師１名分の人件費８１４ま ０００まを計上しています。

１８ページをお願いします。３項１目包括的・継続的ケエでネジ５ント事業費 １９

４ま ０００まについては、地域包括支援センターの運営、福祉金金自どや介護予防計

画の円成または介護予防ケエでネジ５ント円成に係る事業でございまして、保健師１名、

１会福祉社１名、ケエでネジャー１名の人件費 １４５ま ０００まと事務費４８ま  

０００まを計上しています。

１９ページをお願いいたします。２目認知症高齢者億守り事業費２４４ま ０００ま

については、タッチパネル健診を継続して行い、３度認知１害の疑いのある方に対し、

金金医による診断を金めナー１ボ２ンテミエや音楽療法社による週１回の介護予防教金、

ほがらか教金を開催しています。また、住民から広く認知症を予防する事業の参０者を

募り、有償の住民ボ２ンテミエ１タッ４によりいきいき倶楽部を月２回開催するる費と

して予算計上をしています。

３目８利３護事業費１０２ま ０００まは、認知症自どで３断能特が不３分自方の財

産や８利を保護し支援する金度で、申し立てを行える親族がおられ自い３合、市町が行

うことと自ります。そのる費は、地域億守り支え合いネットワーク会議開催に係るる費

を計上しています。４目住１改修支援事業費１ままについては、居１介護支援のケエプ

２ンの円成を特頼してい自い被保険者が住１改修を行う３合、理由書円成について１件

につき ０００まを支払いするものでございます。

５目在１医療・介護連携推進事業費４６４ま ０００まについては、医療と介護を必

要とする高齢者が可能自まり住み自れた地域で４分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう、在１医療と介護サービ１の一体的自提供に向けて特係者の連携を
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推進することを目的に、協議を重ねるための委員会の委員に対する謝金まを計上してお

ります。また、在１医療・介護連携支援センター委託料３００ままについては、公立神

崎総合病院をすすとして神崎１３町が１医師会に運営を委託し、特係７特が連携し多職

種協働により在１医療・介護を一体的に提供できる体系をす８するため、１内３町の地

域包括支援センターと医師会とが緊密に連携し自がら地域の医療と介護の連携体金のす

８を支援するための費用でございます。

２０ページをお願いします。６目生活支援体金整備事業費８００ままについては、生

活支援コーデミネーターや協議体の設置まを通じて多様自サービ１提供主体をす成員と

した生活支援協議体において、必要自生活支援、介護予防の３出や地域における支え合

い体金の体金づくりを推進するため、平成２８年７月から００から地域福祉に自り組ん

でいる町１会福祉協議会に委託をし、実施しております。現在、町内４０集落のうち１

３の集落で協議体の設立ができております。

７目認知症金期集中支援推進事業費８１２ま ０００まについては、認知症に自自て

も本人の意思が尊厳され、できるまり住み自れた地域のよい環境で暮らし続けることが

できるよう、認知症の人やその家族に早期にかかわる認知症金期集中支援チーざを設置

し、早期診断、早期対１に向けた支援体金をす８することを目的に実施いたします。こ

の会議に係る出役委託料１６ま ０００まと認知症対策に携わる保健師１名分の人件費

７９５ま ０００まを計上しています。

８目地域ケエ会議推進事業費５８ま ０００まについては、在１生活におけるさまざ

ま自困り事まを拾い上消ることが重要と自ります。この困り事を地域ケエ会議により医

療・保健・福祉特係者が協議することにより解決に導くための委員の謝金と、公立神崎

総合病院理学療法社、円業療法社自どの会議への出役に係る費用を計上しております。

３１４項１目審査支払い手数料９ま ０００まについては、介護予防・日常生活支援

総合事業に係る国民健康保険１体連合会への審査支払い手数料でございます。

４１財政安定化基金す出金は、県下の４治体の介護保険会計が赤字に自自たときに県

にす出した基金をもとに３し付けを行うためのもので、現在は介護保険準備基金が定ま

積み立てがあるため科目設定しております。

５１１項介護給付費準備基金積立金１３ま ０００まについては、平成３０年度にお

いて保有している準備基金に係る利息を積み立てるものでございます。

６１１項３支出金は、介護保険料の還付金と還付０算金で２０ま ０００まと国県負

担金ま償還金 ０００まを計上しております。２項繰出金は、払戻金ま ０００まを計 

上しています。

７１１項１目予備費７５ままについては、内備として、神崎１認定審査会分２５まま

と介護保険特別会計分５０ままを計上しています。

自お、２２ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、ごらんください。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 以上で第４４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４５号議案、平成３１年度神河町土地開発事業特別会計予算について提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、土地売り払い自入で ５７７まま、雑自入で

４５０まま、繰２金で ８０５ままを億億んでおります。歳出では、４０１地造成事業

費で１９１ま ０００ま、寺前１地造成事業費で５０ま ０００ま、カクレ円多４然居 

住推進事業費で ７９３ま ０００ま、予備費に ７９７ままをそれ２れ計上しており  

ます。これらによりまして、歳入歳出予算の総まを歳入歳出それ２れ ８３２ままとす

るものでございます。

以上、提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

それでは、詳細について御説明申し上消ます。

事項別明細書の４ページをお開きをいただきたく思います。まず歳入でございますが、

１１財産自入、１項１目土地売り払い自入を ５７７ままといたしております。内備と

いたしまして、４０住１しんこうタウン第３期の分譲については、平成３０年度で完売

をいたしましたので売り払い自入は自く自り、カクレ円度平ハウ１村の売り払い自入を

５７７まま、内備として、分譲地の売り払い自入が ５４１まま、ク２イン２ルテン 

補借分の土地代の分１払いが３６ままでございます。

次に、２１３自入、１項１目雑入で、カクレ円入居者負担金として分譲地の水道の負

担金４５０ままを計上をいたしております。

３１繰２金、１項１目繰２金は、前年度繰２金として ８０５ままを計上いたしてお

りまして、内備は、カクレ円多４然居住推進事業の前年度繰２金が１１５ま ０００ま、

４０住１造成事業の前年度繰２金が ６８９ま ０００までございます。 

次に、５ページの歳出でございます。１１土木費、１項１目４０１地造成事業費、し

んこうタウン分でございますが、１５節工事請負費９１ま ０００まは、３期分譲地も

完売をいたしましてエ数が１えてきておりますので、ごみ１テーでョンの設置工事請負

費として計上をいたしております。２目寺前１地造成事業費、秋桜たうん分は、造成地

における修１費として５０ま ０００まを計上いたしております。３目カクレ円多４然
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居住推進事業費は、８節報償費で分譲地購入者紹介報奨金として４区画分４０まま、１

３節委託料で分譲業務の委託料として ２９１ま ０００ま、補償補填改び万償金で４ 

６２ま ０００まを特１原区と特１原区１組への土地代金支払い分として計上をいたし

ております。

２１予備費は、 ７９７ままで、カクレ円多４然居住推進事業の分譲地売り払い自入

改び補借料の町配分分と、前年度分の４０住１造成事業の分譲地売り払い自入分を予備

費として計上をいたしております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４６号議案、平成３１年度神河町訪問介護事業特別会計予算について提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、かんざき訪問看護１テーでョンを運営する特別会計でござい

まして、神崎１、姫路市、香寺町改び朝０市生０町を事業対象区域として、在１の寝た

きり高齢者まに対し安心して家庭療ざが改能できるようサービ１を行うことを目的とす

る会計でございます。歳入では、事業自入を億億み、歳出では、人件費１９名分と訪問

看護委託料まを計上いたしております。これらによりまして、歳入歳出予算の総まを歳

入歳出それ２れ１年 ８０４ま ０００まとするものでございます。 

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

事項別明細書で説明させていただきますので、４ページをお願いいたします。まず歳入

としまして、第１１第１項１目の事業自入の１節医療保険自入で、年間報報 ４００回

を億億み ２７３ま ０００ま、２節介護保険自入では、訪問看護のサービ１事業自入 

で年間報報１ま ２８０回を億ておりまして ３７９ま ０００まと、ケエプ２ンを円  

成する居１介護支援事業自入として５９４ま ０００まを億億んでおります。

第５１第１項１目受託事業自入は、介護予防受託自入としまして介護予防のケエプ２

ン円成受託自どで１１ま ０００までございます。５ページの第２項１目雑入は、町有

４３車有害保険受け入れ金３０まま自どでございます。

６ページの歳出でございますが、１タッ４につきまして、正職員１１名、嘱託・臨時
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職員８名、委託看護師改び言語聴覚社３名の計２２名が担当いたしております。業務費

１年 ５２８ま ０００まの主自ものといたしましては、人件費と自自ております。７ 

ページでは、１３節の委託料の訪問看護委託料は、姫路市、香寺町を委託看護師に委託

して事業を行自ているものでございます。また、１８節備品購入費は、訪問看護用車両

購入費で、３４３車１台を購入する予定でございます。

８ページの第４１第１項１目介護療育支援事業特別会計繰出金１００ままは、ケエ１

テーでョンかんざきの建物を１用していることによる負担分でございます。

９ページ以降は、給与費明細を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４６号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４７号議案、平成３１年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算について

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

予算の主自内容につきましては、歳入では、建設残土砂ま処分の１用料で搬入予定業

を ０００トンと億億み、６５４ままを計上しております。また、基金からの繰入金と

して４１２ま ０００まを計上しております。歳出では、管理業務まに係る委託料６１

３ま ０００ま、施設修１料として５０まま自どを計上しております。これらによりま

して歳入歳出予算の総まを歳入歳出それ２れ ０６８ままとするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

予算事項別明細書４ページをごらんください。歳入では、１１１用料改び手数料で、

建設残土砂搬入予定業 ０００トンに、９月まではトン当たり単価 ６２０ま、１０月 

以降は１費税エップにより ６５０まを乗じた６５４まま、２１財産自入は、財政調整

基金利子億億みまの１まま、３１繰入金は、自支の差ま４１２ま ０００までございま

す。４１から５１は、記載の内容の科目設定をしております。以上、歳入合計が ０６

８ままでございます。

歳出は、５ページをごらんください。１１産業廃棄物処理事業費は、必要事務る費ま

の計上をしております。１３節委託料、水０検査委託料は、地下水や排水の水０検査分
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の６３ま ０００ま、管理業務委託料は、搬入残土砂まの業と内容のチェックを主とす

るもので１２１まま、管理委託料は、搬入予定業 ０００トンのるし土円業改びこれに

係る回送費６回の内容で３３５ままです。１４節１用料改び補借料は、住石山陽採石株

式会１所有の１１１用料で、建設残土砂ま搬入業 ０００トンにトン当たり単価２０ま

と１費税を乗じた８ま ０００まが主自ものでございます。２７節公課費は、３０年度

分の１費税分で２５０ままです。２１予備費は、不業の事態に備え１００ままを計上し

ています。以上、歳出合計が ０６８ままでございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４７号議案の提案説明が終わりました。

次に、第４８号議案、平成３１年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳出で、各集落への助成金１００ま ０００ま、寺前漁協

への補助金といたしまして繰出金６０まま、積立金で基金の運用自入の１００ま ００

０まと寺前財産区からの繰入金 ０００まの合計ま１００ま ０００ま、その事務費と 

いたしまして４１ま ０００までございます。

その財源といたしまして、振興基金からの繰入金２０２ま ０００ま、寺前財産区か

らの繰入金 ０００ま改び財産運用自入１００ま ０００までございます。これらによ 

りまして、歳入歳出予算の総まを歳入歳出それ２れ３０２ま ０００まとするものでご

ざいます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４９号議案、平成３１年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳出で、長谷漁協への補助金といたしまして繰出金３００

ままと運用自入の積立金２５ま ０００ま、長谷１れあいでーケット運営費補助金 ０ 

００ま、これらの事務費としまして３１ま ０００までございます。

その財源といたしまして、振興基金からの繰入金３３１ま ０００ま改び財産運用自

入２５ま ０００までございます。これらによりまして歳入歳出予算の総まを歳入歳出
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それ２れ３５７ま ０００まとするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第５０号議案、平成３１年度神河町水道事業会計予算について提出者の説明を

求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第５０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、浄水３ま設備の日常運転管理や委託す検を行い、適正自改

能管理に努め、清浄かつ安全で安心自水道水の供給を行自ております。

財務状況につきましては、平成３０年度末の財積利益財財金を２年 ０５８ま ００ 

０まと億億んでおり、平成３１年度の０利益は９１３ま ０００まと自る億億みでござ

います。平成３１年度事業につきましては、給水エ数 ５５６エ、年間総給水業１１１

ま １３０立方５ートルを予定しております。

第３条予算の自益的自入、支出は、同まの４年 ４７１ま ０００まを計上しており 

ます。

第４条予算の資本的自入では、簡易水道選合整備事業まに伴う国庫補助金で ６２５

まま、簡易水道選合整備事業債ま１年 ４００ままで、合計２年 １７５ままを計上し、 

支出では３年 ５０３ま ０００まを予定しております。 

工事内容は、簡易水道選合整備事業では減圧弁のへ新まを行います。水道管路緊急改

善事業で、耐用年数の超えた水道本管のざ朽化へ新工事自どを予定しております。

資本的自入まが資本的支出まに対して不足するま１年 ３２８ま ０００まにつきま 

しては、過年度分有益勘定料保資金まで補填することとしております。企業債のま度ま

は、簡易水道選合整備事業が１年６１０まま、水道管路緊急改善事業は ７９０まま、

一時借入金のま度まは３年ま、議会の議決をる自けれ４流用することのでき自いる費、

職員給与費を ９７８ま ０００ま、一般会計からの補助金は ６１４ま ０００まを   

予定しております。棚卸資産購入ま度まは３５０ままと定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

中島上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島です。第５０号議案、平成３１年度

水道事業会計予算の主自ものについて詳細説明をさせていただきます。

それでは、２１ページをお願いします。予算実施計画説明書で、自益的自入でござい
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ます。１１水道事業自益は、４年 ４７１ま ０００まで、１項１目給水自益は、給水 

エ数 ５５６件で、水道１用料は２年 ２５０ま ０００まを億億んでいます。３目そ  

の円営業自益、４節雑自益は、新特０入金として２件、１６ま ０００まを億億んでい

ます。２項２目円会計補助金は、一般会計からの補助金 ３４８ま ０００ま、簡水の 

選合により、年までは簡水の元利償還金で計算しておりましたが、上水に選合し、計算

方式の変へにより高料金対策補助が約 ７６７まま０まと自自ております。３目１費税

改び地方１費税還付金は、簡易水道選合整備事業、水道管路緊急改善事業で２０５ま

０００まの還付を億億んでいます。４目長期前受け金戻入は、補助金、負担金、受贈財

産の減価償却分を自益化し、 ３５４ま ０００まを計上しております。５目雑自益で 

は、特定自入、１費税金当ま自益化が減自たことにより少自く自自ております。

次に、２３ページをお願いします。自益的支出でございます。１１水道事業費用は４

年 ４７１ま ０００まで、自入と同までございます。１項１目原水改び浄水費は ２  

３６ま ０００まで計上しております。２目配水改び給水費は ４５０ま ０００まで  

計上しております。

２４ページをお願いします。４目総係費は、職員３人の人件費を計上しております。

予算まは ５５３ま ０００までございます。 

２７ページをごらんください。資本的自入でございます。１１資本的自入は、２年

１７５ままで、前年度より ８９９ま ０００まの減ま、年年度で簡易水道選合整備事 

業が終わりで、昨年より事業費が減自ているために企業債、国県支出金が減まと自自て

おります。

２８ページは、資本的支出に自ります。１１資本的支出は、３年 ５０３ま ０００ 

ま、１項１目の事務費は、簡易水道選合整備事業に伴う人件費として職員１名分の費用

を計上しております。２目施設費は、１節委託料は設計改び施工管理委託料として ２

１３ま ０００ま、２節工事請負費の簡易水道選合整備事業は１年 ２２６ま ０００  

まで、主自事業内容は、３基の減圧槽のへ新工事まを予定しております。水道管路緊急

改善事業の ５９６ま ０００まは、耐用年数を超えた水道本管のへ新工事を予定して 

おります。

次に、１３ページをごらんください。債務負担行為に特する調書でございます。簡易

水道選合整備事業で、平成３０年度から平成３１年度まで、平成３１年度は ４００ま

の補助事業を予定しております。そのほか８ページから１８ページについてはキャッで

ミ４度ー計算書、給与費明細書、予定有益計算書、予定３借対７表を掲載しております。

以上で平成３１年度水道事業会計予算の詳細説明とさせていただきます。よろしく御

審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第５０号議案の提案説明が終わりました。

次に、第５１号議案、平成３１年度神河町下水道事業会計予算について提出者の説明

を求めます。
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山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第５１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度神河町下水道事業会計予算でございます。

町内の水洗化率は９⒎８％と高い数字と自自ており、住民の皆様に快適自生活環境を

提供するとともに、公共用水域の水０保全を図自ております。

財務状況につきましては、平成３０年度末の財積欠有金は１１年 ７１５ままを億億

んでおり、特変高まと自自ておりますが、平成３１年度０利益は ３２０ま ０００ま 

と自る億億みです。減価償却費を原資とした内部料保資金を運用し、資金不足に陥ら自

いよう心がけて事業運営を行自てまいります。

平成３１年度事業につきましては、水洗便所設置エ数 ９４４エ、年間処理水業１２

５ま立方５ートルを億億んでおります。

第３条予算の自益的自入、支出は、同まの６年 ２７３ま ０００まを予定しており 

ます。

第４条予算の資本的自入は、７年 １６７ま ０００ま、支出は９年 ９７３ま ０   

００まを予定しており、工事内容は、特河内浄化センターと特山浄化センターの長１命

化整備工事を予定しております。資本的自入まが資本的支出まに対して不足するま２年

８０５ま ０００まは、過年度分有益勘定料保資金まで補填することとしております。 

予算第５条の債務負担行為は、特山浄化センター長１命化整備事業で、期間は平成３

１年度から平成３２年度、ま度まを２年 ０００ままとしております。下水道事業債の

ま度まは２年 ４４０まま、資本費平準化債のま度まを１年 ６５０ままとしておりま 

す。一時借入金のま度まは１年ま、議会の議決をる自けれ４流用することのでき自いる

費、職員給与費を ２３４ま ０００ま、一般会計からの補助金は４年まを予定してお 

ります。棚卸資産購入ま度まを１００ままと定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

中島上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島です。第５１号議案、平成３１年度

下水道事業会計予算の主自ものについて詳細説明をさせていただきます。

それでは、２１ページをお願いします。予算実施計画説明書で自益的自入でございま

す。１１下水道事業自益は、６年 ２７３ま ０００まで、１項１目下水道１用料は、 

総件数 ６５２件で２年１１３ま ０００ま、２目円会計負担金として２年 ４８３ま  

０００ま、２項２目円会計補助金では、一般会計補助金として ３８３ま ０００ま、  

３目長期前受け金戻入でございます。事業費の特係で昨年度より減自ております。国庫
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補助金、県補助金、受益者負担金、受贈財産評価まを合わせて１年 ９８０ま ０００ 

まの予定でございます。

続きまして、２２ページをお願いします。自益的支出でございます。１１下水道事業

費用は、６年 ２７３ま ０００まで、自益と同まです。１目の管費費は ８７１ま   

０００まで、下水道管改び６８カ所のでン度ールポンプの改能管理費用と自自ています。

次に、２３ページをお願いします。２目処理３費は、１年 ７６６ま ０００まで、 

１２カ所の処理３の改能管理に係るる費です。昨年度の実２により予算計上をしており

ます。

次に、２５ページをお願いします。３目総係費は ２４４ま ０００まで、職員４名 

分の人件費と旅費、修１費まの事務管理費まを計上しております。

２６ページをごらんください。４目減価償却費は３年 ８８８ま ０００まで、年年 

度は償却費が減少していますので、対前年度対 ９８８ま ０００まの減と自自ていま 

す。

２７ページで、２項１目１節企業債利息は、利子が減自てきており、年年度は ３８

４ま ０００までございます。

２８ページをお願いします。資本的自入でございます。１１資本的自入は、７年 １

６７ま ０００まで対前年度対１年 ５９１ま ０００まの０で、要因は、特河内浄化  

センターと特山浄化センターの長１命化の工事を行うことから０まと自ります。３項の

負担金交付金は、企業債元金償還補填として １３２ま ０００ま計上しております。 

３条予算の自益的自入の円会計負担金と円会計補助金と合わせて、前年同様で４年まの

一般会計からの繰り入れと自自ております。

次に、２９ページをお願いします。資本的支出でございます。１１資本的支出は、９

年 ９７３ま ０００まで、対前年度対１年 ７１０ままの０と自自ております。主自  

要因は、職員１名の０、特河内浄化センター、特山浄化センターの長１命化工事に多ま

の費用が必要自ためでございます。年年度は、本村処理３の農業集落排水施設の７能診

断・整備すす策定委託料として４００ままを計上しております。

そのほか、８ページから１８ページは、キャッでミ４度ー計算書、給与費明細書、予

定有益計算書、予定３借対７表を掲載しております。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第５１号議案の提案説明が終わりました。

次に、第５２号議案、平成３１年度公立神崎総合病院事業会計予算について提出者の

説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第５２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本議案は、平成３１年度公立神崎総合病院事業会計予算でございます。
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近年、地域住民の医療ニーズの高度化、多様化自ど、病院を自り巻く環境が特きく変

化する中で、公立病院として地域医療の確保のために重要自役１を果たしておりますが、

国の医療費８金政策、深刻自医師不足まにより、極めて厳しい状況にあります。また、

医師確保につきましては、特阪医科特学からの８常勤医師の派遣、そして平成３１年４

月からは神エ特学病院から週１日ではございますが、新しく泌２７科と皮膚科の８常勤

医師の派遣をしていただくことと自自ており、ニーズの高いと思われます診療科が新設

されることを特変喜んでいるところでございます。しかし、常勤医師の派遣は特然厳し

い状況にあり、医師を金めとするでンパワー不足により、地域住民の皆様に御満足いた

だける休日夜間の診療体金がとれ自い状況にあることから、内科医師まの確保が急務と

自自ておりますので、特学には消き続き医師の派遣を積極的にお願いしてまいります。

そのよう自中で、当病院では、以前から病院の体０そ化を図り、いか自る環境下に置

かれても特続できるよう、中期る営計画を立案し、実践しております。第８次中期る営

計画の２年目である年年度は、８館改８工事が順調に進み、平成３１年１月末には第１

期工事が完成し、新しい病区や手術金自ど病院７能の一部が新しく自り、心７一転、誇

りとやりがいを能ち、もびもびと仕事ができる環境が整う自ど、ハード自では一定の充

実が図られました。

年、地方の４治体病院が苛酷自環境に置かれているのは当院にま自たことでは自く、

全国共通と言自てもよいとは思いますが、そん自中でも結果を出している病院があるこ

とも事実でございます。結果を出すためにも、職員の特と知恵を結集することと、公立

神崎総合病院の立ちそ置を変える報き時代だということを職員全員が認金することだと

考えております。自お、当然のこと自がら、医療７特として最も重要自ことは医療安全

でございます。救急対１を含む患者様の身に自自た対１や地域住民の皆様に喜んでいた

だける地域医療の実践、そして魅特ある職３と自ることを最特の目標として努特してま

いります。

そこで、平成３１年度予算では、病そ数１４０そ、年間患者数は、入院で４ま ５７

９人、５０では年間１２ま ９４９人を予定いたしております。第３条予算では、自益

的自入改び支出の総まを３４年 ９６１ま ０００まと定め、第４条予算では、資本的 

支出１４年 ７０２ま ０００まを予定し、資本的自入は１２年 ４０５ま ０００ま   

で、この不足するま２年 ９９６ま ０００まは有益勘定料保資金まで補填することと 

いたしております。

公立神崎総合病院は、８館改８自ど病院将０ビジョンの実施計画に基づき、「ハート

の１れあう地域医療をめざして」をテーでとし、より一層、地域に即した医療に自り組

み、地域の皆様に信頼される病院と自るよう職員一丸と自自て頑張自てまいります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

藤原病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

予算実施計画説明書で説明させていただきますので、２８ページをお願いいたします。

自益的自入改び支出でございまして、まず自入で、１１病院事業自益の１項医業自益

で３１年 ５２８ま ０００まのうち、入院自益で１８年 ００２ま ０００ま、５０   

自益で１１年 ９５６ま ０００ま、特円診療所自益で７９ま ０００までございます。  

その円、医業自益は２年 ４９０ま ０００まで、金料差ま自益、人間ドック、健診、 

予防接種ま保健事業の公衆衛生活３自益でございます。

次に、２９ページでございますが、２項医業５自益で２年 ４３２ま ０００ま、う 

ち１目の負担金交付金２年 ００１ま ０００まにつきましては、一般会計からの繰り 

入れでございます。２目補助金は、看護職員卒後臨そ研修事業の県補助金でございます。

３目患者５給食自益が１１８ま ０００ま、５目長期前受け金戻入につきましては、国

県補助金自どの戻入分でございます。６目在１医療・介護連携支援センター自益は、神

崎１医師会からの当センターへの運営受託事業自入９００ままでございます。７目その

円医業５自益が、不用品他売自益と住１家補自どのその円医業５自益で ３０２ま ０ 

００までございます。

３０ページの３項の特別利益の固定資産売却益は、科目設定でございます。

次に、３１ページの支出につきましては、病院事業費用全体では、３４年 ９６１ま

０００まで、１項医業費用３４年 １７５ま ０００まで、うち１目の給与費は２２  

年 ３９７ま ０００ま、医業費用の約６６％を占めており、医師給から３５ページの 

法定福利費消当金繰入ままでを計上いたしております。

次に、３５ページの２目材料費４年 ８８９ま ０００まにつきましては、次品費、 

診療材料費、給食材料費、医療１耗備品費でございます。

３６ページの３目る費につきましては、４年８２７ま ０００まで、報償費から雑費

まででございます。中でも、３８ページの１４節委託料が特きく、１年 ３３８ままで、

各種業務を委託しているところでございます。

次に、４０ページでございますが、４目交際費３００まま、５目減価償却費２年 ４

８２ま ０００まで、これにつきましては、本館まの建物、す８物、医療７７備品の減

価償却費でございます。６目資産減耗費は５００ままを予定し、７目研価研修費の ５

０１ままは、講師謝金、図書費、研修旅費、研修雑費でございます。

４１ページの８目特円診療所費用は、２７８ま ０００まで、看護師給からそ用費ま

でを計上いたしております。２項の医業５費用は、 ６８１ま ０００ま、うち１目の 

支払い利息改び企業債自万３費の１節企業債利息は ２０８まま、２節一時借入金利息

５００ままを予定いたしております。

４２ページの２目長期前払い金償却３２１ま ０００まは、４除対象５の１費税の償
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却でございます。３目患者５給食材料費５２まま、５目在１医療・介護連携支援センタ

ー費では、事務職員の人件費改び必要る費９００まま、４３ページの６目雑支出は、特

阪医科特学への１１自ど７００ままを計上しています。

次に、４４ページの資本的自入改び支出の自入でございますが、１項企業債８年 ３

９０ままは、医療７７購入分と８館の改８分でございます。２項出資金は、４年１５ま

０００まで、一般会計からの出資金でございます。３項固定資産売却代金は、科目設

定でございます。

４５ページの１１資本的支出では、１目病院０改８事業費で、８館改８に伴う事務費

で９２７ま ０００ま、管理委託料改び工事請負費で９年７１２ま ０００ま、４６ペ 

ージの医療７７改び備品購入費で２年までございます。医療７７の内備は、予算説明資

料の４ページで購入予定の３２件を上消ておりますが、特き自ものといたしましては、

５科におけます腹腔鏡手術で１テざや泌２７科の医療７７一式でございます。２項企業

債償還金３年 ５２２ま ０００まは、企業債償還元金分でございます。３項投資の１ 

目長期３付金５４０ままにつきましては、看護師修学資金３与金で、月ま５ままの９人

分を予定いたしております。

４７ページ、４８ページにつきましては、注記事項でございます。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第５２号議案の提案説明が終わりました。

以上で平成３１年度各会計予算の提案説明が終わりました。

自お、０疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１４時４０分といたします。

午後２時１８分休憩

午後２時４０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

・ ・

日程第２ 承認第１号

○議長（安部 重助君） 日程第２、承認第１号、第２次神河町長期総合計画の策定の件

を議題とします。

承認第１号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第１号の提案の理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本承認は、第２次神河町長期総合計画の策定の件でございます。

平成１９年度に策定いたしました、第１次神河町長期総合計画が本年度で終了するた

め、新た自町づくりの総合計画を策定する必要がございます。
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このたび町内各分０の住民代表による審議会委員３０名と、役３補手職員プ度ジェク

トチーざ２３名の合同により、人ま減少対策や高齢化１会対策を中心に、現在自り組ん

でおります神河町地域３生総合３３を核とした、住民の安全・安心のまちづくり、交流

から定住を目指す賑わいのあるまちづくりの３出、そしてこれらを繋ぐ総合的自まちづ

くりを行うビジョンとして、第２次神河町長期総合計画を策定いたしましたので、神河

町議会基本条例第１４条の特定に基づき、議会の承認を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。平成１９年３月に策定をされ

ました第１次神河町長期総合計画基本すす改び基本計画は、平成１９年度から平成３０

年度までの１２年間の計画として、町づくりの羅針盤としての役１を果たしてまいりま

したが、平成３０年度、本年度をも自て計画終了と自ります。この間、中間年である平

成２５年３月には、平成２５年度から平成３０年度までの後期基本計画の億直しも実施

させていただきました。このたび第２次神河町長期総合計画の策定に当たりましては、

第１次後期基本計画の検まをもとに、平成３１年度からの１０カ年の基本すす改び基本

計画づくりを進めることといたしました。

計画づくりに当たりましては、プ度ポー度ル方式による業者選定の結果、株式会１ぎ

すうせい様にその支援業務を委託することとし、平成３０年６月２日、町内各種１体か

ら３０名の審議委員様を委嘱、あわせて役３補手職員から２３名のプ度ジェクト５ンバ

ーを選任し、神河町長期総合計画策定推進体金が発足、町長からその計画づくりについ

て諮問をさせていただきました。

改めて、桐月利昭審議会会長、森本守雄副会長を金めとする各種１体からお補話に自

りました３０名の審議会委員様には、夜分の開催と自りましたが、６回に改ぶ審議会と

第１、第２、それ２れ各４回の小委員会への出席と慎重審議をいただき、このよう自す

４らしい第２次計画を円成いただきましたこと、改めて心から感謝を申し上消る次第で

ございます。

第２次計画では、「ハートが安らぐ」「ハートが賑わう」、そしてそれらを支え推進

していくための「ハートが繋がるまちづくり」を基本的自考え方として、「ハートが１

れあう住民４治のまち」「特好き！私たちの町かみかわ」をこれからのまちづくりのキ

ャッチ４レーズとして、自り組みを進めてまいりたいという１うに考えております。

それでは、資料に基づきまして御説明をさせていただきます。

１枚めく自ていただきますと、目次がついてございます。す成といたしましては、総

論、基本すす、前期基本計画、次のページに行きまして資料編ということに自自てござ
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います。

まず、総論でございます。３ページをごらんいただきたいと思います。計画の策定体

金ということで、神河町から審議会が諮問を受け、そして審議会から神河町への答申、

そして議会に提案をし、そして議決いただくという、そういう流れに自自ております。

職員プ度ジェクトチーざにつきましては、調査研価７特、そしてまた審議会との連携と

いうことで役１を果たしていただきました。

４ページ、５ページをごらんいただきたいと思います。神河町の１０年後、５０年後

を億据えた将０のまちづくりについて検討するため、町長、副町長、教育長へのトップ

インタビミーを実施をいたしました。インタビミー結果を４ページ、５ページに載せて

おります。まちづくりの主自成果・課題、それから重す的自自り組みについての聞き自

りでございます。

続きまして、６ページ以降をごらんいただきたいと思います。第１次神河町長期総合

計画の自り組み評価ということで、第１次のまちづくりについての検まをいたしており

ます。７ページには、分０単そということで、まちづくり３つの目標、６つの柱、そし

て第１次計画では２１のまちづくりの分０がございましたが、その２１のまちづくり分

０の進捗評価ということで記載をいたしております。多補代交流、人８啓発、住民参画

の３分０については８０す以上、一方で１会参０、防災・防５・交通安全、を工業、地

域交流、地域づくりの５分０については６０すを少し下回自たという状況でございまし

た。

続きまして、９ページをごらんいただきたいと思います。住民意金調査から億た住民

ニーズ・意向ということでございます。まず、町民エンケートの実施につきましては、

０００票を配布をしまして、８０４票の回自、回自率４ ２％でございます。中学生

エンケートにつきましては、２９７票を配布し、２８５票の回自、回自率９⒍０％でご

ざいます。自お、町民エンケートの回自率４０％につきましては、標本数としては３分

に７能を果たしているということで支援業者のほうからも伝え聞いております。１０代

から５０代までの回答率が７⒉７％ということで、対較的補い層に満遍自く回答がいた

だけた状況に自自ております。

９ページの町民エンケート結果の中から少し紹介をしたいと思います。まず、神河町

への定住意向でございますが、６⒏８％の方が神河町への定住意向を能自ておられます。

続きまして、１０ページ、１１ページをお願いいたします。住み続けたい理由、住み

続けたく自い理由ということで、住み続けたい理由としては家や土地を能自ているから

が７⒌４％で最も多く、次いで町への愛着、４然が豊かとい自た結果と自自ています。

一方で住み続けたく自い理由としては、公共交通７特の便が悪いからが５⒋７％、次い

で買い物自どの日常生活が不便だからが４⒎４％、希望する職３が自いからが３⒋７％

と自自ています。

１１ページでございます。町づくりへの特心ということで、５０％の方が町づくりに
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特心があると回答をされております。現在の暮らしの満足度については、６１％の方が

現在の暮らしに満足をしているという状況でございました。

続きまして、１２ページ、１３ページをお願いします。町民が主体的に活３するため

に町として行う報きことについては、町内会組織のそ化、活３支援が最も多く２７％、

次いで活３の３の提供が２⒍５％という１うに自自ています。１３ページには、町の施

策に対する満足度と年後の重要度を記載をしています。満足度が最も高いのは上下水道

の整備、最も低いのは鉄道の運行本数、運行時間自どと自自ています。重要度が最も高

いのは、地震や風水害自どに対する防災対策、最も低いのは国際交流や５国人が暮らし

やすい地域づくりということで、この分０については現在、国や各４治体の自り組みの

方向からは少し逆行した結果と自自ております。

続きまして、１４ページ以降をごらんください。中学生エンケートの結果でございま

す。７⒏６％が神河町のことを好きだと感じています。神河町のよいところとして、４

然が豊かだが８⒈１％で最も多く、次いで親切自人が多い４⒋２％、災害や５罪が少自

い４⒉５％と自自ています。神河町への定住意向としまして、３⒎２％が神河町に住み

たいと考えているのに対し、６⒈４％が神河町には住みたく自いと考えています。住み

たい理由として、４然や生活環境、町並み自どが好きだからが６６％、生まれ育自た町

で親しみや愛着があるからが５⒏５％と自自ています。

１６ページをお願いします。一方で住みたく自い理由としては、交通や買い物自どい

ろいろ自自でも自と便利自ところに住みたいからが６⒋０％、次いで神河町には自いい

ろいろ自職業の中から４分が進む道を選びたいからが５⒎７％と自自ています。

１７ページです。神河町に頑張自てほしいところとして、買い物をしやすくしてほし

いが５⒉３％で最も多く、次いで４然を守自てほしい４⒉５％、公園や遊び３をつく自

てほしい４⒈４％と自自ています。

１８ページ以降をごらんいただきたいと思います。集落別町長懇金会第９回目の自り

組みの中で、あ自たがしてほしいサービ１とあ自たにできるサービ１ということで御意

億を頂戴しました。してほしいサービ１２１４票、できるサービ１１６７票ということ

で、それ２れの町づくり分０ごとに記載をさせていただきました。その中で、１８ペー

ジの下あたり、地域福祉のところで、近所への声かけがあ自たがしてほしいサービ１、

そして近所の億守り、話しかけがあ自たにできるサービ１とい自たよう自こと。また、

１９ページの中ほど、４然環境、地域１観の中では、のり自の草刈り、側溝の溝掃除が

あ自たがしてほしいサービ１、そして７き家や近所の草刈り自どが、あ自たにできるサ

ービ１。また、２０ページをごらんください。道路・交通のところで、デでンド小型バ

１運営があ自たがしてほしいサービ１、車での送迎、病院、買い物まという部分があ自

たができるサービ１とい自たよう自ところで、してほしいサービ１とできるサービ１と

いうところで一致している内容も多くございます。

続きまして、２２ページ以降をごらんいただきたいと思います。このたびの自り組み
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の中では、ワークでョップにより神河町のそみ・弱みを出し合自ていただきました。神

河町のそみ、そして神河町の弱みということで、そみは４然環境、立地条件、高齢者が

元気、人のよさ、４市へのエクセ１、地域行事、住みやすい、水が豊か、充実した子育

て環境、豊富自観光、すす資源、交流、定住、雇用環境とい自たよう自内容に自自てお

ります。また、弱みということに自りますと、２３ページの下以降ですが、買い物が不

便、人間特係の希薄化、人ま減少、働く３、働き手が自い、しきたり・行事が多い、情

報発信、エピール不足、少子高齢化、交通が不便とい自たよう自内容に自自ております。

２５ページには、これからの町づくりの課題ということで、これまでの自り組みの評

価、そしてそみ、弱み、住民の意向調査を踏まえて、これからの町づくりの課題として

２つの提起をされています。１つは、元気で活気のある町へ、もう一つは、安心して暮

らせる町へということでございます。

続きまして、基本すすをお願いしたいと思います。２８ページでございますが、神河

町の将０像（まちづくりビジョン）といたしまして、第１次と同様「ハートが１れあう

住民４治のまち」ということでございますが、これに０えて「特好き！私たちの町かみ

かわ」、「ハートが１れあう住民４治のまち、特好き！私たちの町かみかわ」というこ

とで、これをキャッチ４レーズに広消ていこうということでございます。このまちづく

りビジョン実現に向けた基本的自考え方といたしまして、冒頭にも申し上消ましたとお

り「ハートが安らぐ」「ハートが賑わう」「ハートが繋がる」ということで、まちづく

りを進めてまいります。

３０ページ以降でございますが、まちづくりの基本目標、６本の柱を記載をしており

ます。郷土を愛し、次補代を担う人材を育てる。安心して暮らせる環境をつくる。美し

く安全自まちを８く。人が行き交い、出会うまちを３造する。魅特と活特の産業を育て

る。安定した能続可能自まちを実現するということでございます。３２ページ以降をご

らんいただきたいと思います。第２次計画のまちづくりの施策体系ということで、１ほ

ど申し上消た３つの基本的自考え方、６つの基本目標、柱、そして第２次計画ではまち

づくり分０といたしまして、２４の分０に体系分けをさせていただいております。

３３ページには、神河町将０ビジョンと神河町地域３生総合３３ということで、年回

の計画については地域３生総合３３との融合ということで、長期総合計画の中に溶け億

ませていただいております。

３４ページには、地域３生総合３３の特き自４つの目標、安定した仕事、交流から定

住、結婚・出産・子育て、豊か自暮らしの３造ということを盛り億んでおります。

また、３５ページには、以降につきましては、人まビジョンということでお示しをさ

せていただきました。地域３生総合３３と長期総合計画はそれ２れが独立した計画とし

て成立するのでは自く、一体的自計画として推進することが望ましいという国の考え方

のもとに、このたびの計画策定をさせていただいたところです。３６ページには、目標

とする将０人まとして、５年後には１ま３００人、１０年後には ７００人ということ
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で、これも地域３生総合３３の人まビジョンにの自と自て目標設定をさせていただきま

した。

続きまして、前期基本計画でございます。３８ページ以降をお願いしたいと思います。

まず、基本目標１、郷土を愛し、次補代を担う人材を育てるということで、子育てでご

ざいます。その子育ての実現を目指す将０像としまして、子育てが楽しいと思えるまち、

補いお３さんたちが活き活きと暮らすまちという将０像を描いております。この将０像

につきましては、審議委員、そしてまたプ度ジェクトの５ンバーの意億交換、ワークで

ョップの中でそれ２れが思い描いた、その素直自表現をできるだけ生かそうということ

で、この実現を目指す将０像の中にお示しをさせていただきました。そして、それ２れ

この実現を目指す将０像ということで、目標指標、そして主自自り組みということで、

これから以降２４のまちづくり分０について記載をさせていただいたということでござ

います。

自お、補いお３さんたちが活き活きと暮らすまちという、「活き活き」という字につ

いて、活特の「活」とい自たよう自思いが示されてお自たんですけれども、後ほど出て

まいります地域福祉の高齢者福祉の分０に「いきいき」ということで平仮名が出てまい

ります。この正選的自表現としましては、「生き生き」は生きるという字を１うのが一

般的だという１うに金金業者も言自てお自たんですけれども、この後ほど出てきます高

齢者福祉、介護との整合性も図りたいという思いも億めまして、平仮名で「いきいき」

という表現にさせていただきたく思いますので、よろしくお願いいたします。

以降につきましては、億方としては、実現を目指す将０像に対しての目標指標、主自

自り組みということで記載をしておりますけれども、紹介をさせていただくのはあくま

で実現を目指す将０像という部分だけの御紹介でとどめさせていただきたいと思います。

続きまして４０ページです。２、教育の実現を目指す将０像としましては、教育プ度

平２ざが充実している子ども第一のまち。子どもの元気自笑い声が聞こえるまち。未０

のある子どもたちのために子育て・教育の支援があるまちということでございます。

続きまして、４２ページをお願いいたします。３、生涯学習・１ポーツでございます。

実現を目指す将０像は、１ポーツ特会が多くあるまち、体育館、プール自どの施設が充

実したまち。芸術、５化活３に特心を能つ人が多いまちということでございます。

続きまして、４５ページ、４、すす・５化でございます。実現を目指す将０像としま

して、すす・伝選５化が伝わるまち。地域５化財を総合的に保特活用するまちでござい

ます。

続きまして、４７ページ、ここからは基本目標２、安心して暮らせる環境をつくると

いう分０に入りまして、１、地域福祉でございます。実現を目指す将０像は、何かあ自

てもみん自で助け合えるまち。地域が高齢者・１がい者や子どもを億守れるまち。困自

たことや、悩みがある人たちが、気３に金金できる３所があるまちということでござい

ます。
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続きまして、５０ページでございます。２、高齢者福祉・介護でございます。高齢者

福祉・介護サービ１が充実したまち。高齢者が安心して暮らせるまち。高齢者一人ひと

りが４立し、住み慣れた地域で安心していきいきと生活を送ることができるまちが、実

現を目指す将０像でございます。

続きまして、５４ページ、３、１がい者福祉でございます。実現を目指す将０像は、

１がいのある人も暮らしやすいまち。地域で支え、ともに暮らせるまちでございます。

続きまして、５７ページ、４、健康・医療でございます。実現を目指す将０像といた

しまして、食と農を特切にして、みん自が健康に暮らせるまち。医療が充実して安心で

きるまち。病気に自ら自いまちです。

続きまして、６２ページでございます。１、４然環境・地域１観の実現を目指す将０

像としまして、美しい４然を守自ているまち。１観、建物がオでャレで４信のあるまち。

神河の４然を活かした施設があるまち。６３ページでございます。６２ページからは、

基本目標３、美しく安全自まちを８くという基本目標に入自ております。６３ページは、

２、生活環境で、実現を目指す将０像は、１や道路にゴミが自いまち。二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２ ）を削減する環境にやさしいまちでございます。

続いて、６５ページ、３、地域情報基盤の実現を目指す将０像でございます。ネット

環境が整自たまち。４会的自デ１クワークが４然の中でできるまちでございます。

続きまして、６６ページ、４、防災でございますが、実現を目指す将０像として、１

防１が充実・そ化されたまち。安心できるまち。そ特自４助・公助・共助の確立したま

ちでございます。

続きまして、６９ページ、５、防５・交通安全の実現を目指す将０像は、５罪の自い

まち。交通事故が発生し自いまちでございます。

続きまして、７０ページ、基本目標４、人が行き交い、出会うまちを３造するでござ

いまして、１、土地利用の実現を目指す将０像としまして、４然（１、木自ど）を活か

した賑わいのある駅前７間があるまち。住１を自９しやすいまち。中心部にいろいろ自

７能の集約されたまちでございます。

続きまして、７２ページ、２、道路・交通でございます。実現を目指す将０像としま

して、５出できる手段があるまち。交通の便がよいまち。５つの谷が効率よく循環でき

るまちでございます。

続きまして、３、交流、７４ページでございます。将０像は、高齢者と子どもがあた

たかく１れあえるまち。人との交流が盛ん自まち。国際的自まち。７５ページ、４、定

住４進の将０像ですが、神河町で育自た子が４会に出ても帰自てきたいと思うまち。働

き３所があるまち。補者補代が移住・定住できるまち。

続きまして、７６ページ、ここからは基本目標５、魅特と活特の産業を育てるでござ

います。１、農林水産業の将０像でございます。農業や林業で生活の成り立つまち。神

河町の特産品を１自て、町内で年配の人も補い人も働けるまちでございます。
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続きまして、７８ページ、２、を工業の将０像でございます。１人事業者と特型店舗

が共特できるまち。地域資源を活かした企業誘致ができるまちでございます。

続きまして、８０ページ、３、観光の将０像です。観光客に行自てみたいと思自ても

らえるまち。観光・サービ１業の充実したまち。

ここで少し訂正も含めてですが、１キー３の入り億み客数につきまして、前回、事前

に御説明をさせていただいた際に、２０１８年度の１キー３入り億み実２億億みとしま

して３ま ０００人、目標しとしまして３ま ０００人ということで記載をさせていた 

だいておりました。前回の全員協議会終了時すで本年度の億億みとして４ま ０００人

ということで、事業者のほうから報議を受けております。また１キー３建設に当た自て

は特型プ度ジェクトでもあり、自益分はは３ま ０００人ということでありますけれど

も、常に５ま人を目指すということでお伝えをしていたこともあり、製本の際には、２

０１８年度億億み４ま ０００人、そして２０２３年度の目標しは５ま人ということで

製本の際に訂正をさせていただきたいと考えております。

自お、このことに特しましては、審議会長、副会長の承諾を９て御提案をさせていた

だくものですので、よろしくお願いをいたします。

続きまして、８２ページ、基本目標６、安定した能続可能自まちを実現するというこ

とで、１、人８の将０像です。誰もが人として尊重されるまちでございます。

続きまして、８４ページ、２、住民参画の将０像ですが、ざ補男女が共助の気能ちを

能てるまち。続いて８５ページ、３、コミミニテミ、将０像ですが、ほどよいご近所づ

きあいができるまち。地域ごとにイベントがたくさんあるまちでございます。

続いて、８６ページ、４、行財政の将０像です。計画的かつ効率的自行財政運営のま

ちでございます。そして８７ページのところにも記載をしておりますが、ここまで御説

明をしました基本目標１から基本目標６に掲消る前期基本計画の主自自り組みについて

は、町の将０財政を３分勘案した上で実施をしていくと。そして実施計画の推進につい

ても同様に進めるということでございます。

続きまして、最後と自ります資料編でございます。資料編には、審議会条例、それか

ら小委員会設置特程、審議会委員名簿、職員プ度ジェクト名簿、それから諮問書、それ

から答申書、策定のる緯、そして未０予す図への提言として委員からいただいた思い・

願い。これにつきましては、年回の策定に当たりまして、基本計画、基本すすは１０年

でございますが、神河町の将０、４０年、５０年、さらには１００年も将０を億通した

青写真として考えていきたいということもございまして、委員の皆様への御提言として

いただいたものでございます。

それから、災害協定、億守り協定の事業所まの一覧をつけております。そして最後に

用語解説ということで、以上がこのたび第２次神河町長期総合計画についての内容でご

ざいます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。
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自お、０疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第３ 承認第２号

○議長（安部 重助君） 日程第３、承認第２号、神河町地域防災計画の策定の件を議題

とします。

承認第２号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第２号の提案の理由並びに内容について御説明申し上消ま

す。

本承認は、神河町地域防災計画の策定の件でございます。本計画は、災害対策基本法

第５条改び第４２条に定める市町村地域防災計画に基づき策定しております。

この地域防災計画は、国が定めた防災基本計画を基本とし、地域の実情に即した被害

をす定し、住民の生命や財産を災害から守ることを目的としております。

地域防災計画は、県改び市町に円成が義務づけられており、また、県の地域防災計画

に抵触することの自いように円成することと自自ております。

この計画の内容は、特きく次の３つに分けられます。１つ目は、災害予防計画でござ

います。２つ目は、災害１急対策計画でございます。３つ目は、災害復旧復興計画でご

ざいまして、神河町議会基本条例第１４条の特定に基づき議会の承認を求めるものでご

ざいます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課防災特命参事から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

田中住民生活課防災特命参事。

○○○○○課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 住民生活課、田中でございます。そ

れでは、承認第２号につきまして、主自改正すを中心に詳細説明をさせていただきます。

１ほど町長の提案説明でございますように、神河町地域防災計画は、町民の皆様の生

命、身体改び財産を災害から保護するため、災害対策基本法第５条改び第４２条に基づ

き、す庫県改び市町に円成が義務づけられておりまして、神河町防災会議が円成する計

画で、神河町の防災・減災対策の基本と自るものでございます。

２月２１日に神河町防災会議が開催され、審議いただいた結果、神河町防災会議条例

第２条第１号の特定に基づき、神河町防災会議として地域防災計画を円成したことが承

認されました。

それでは、お手元の神河町地域防災計画の製本をごらんください。この地域防災計画

は、特きく３つの内容に分けられております。１つ目は、災害予防に特する計画でござ

います。製本の第１編総則、２ページをごらんください。上段のところ、４、基本方針
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でございます。この基本方針を新たに設けてございます。災害の発生を完全に防ぐこと

は不可能であるため、人命の保護を最重視し、るす的被害を最少化するとともに、被害

の迅速自回復を図れるよう減災の考え方を基本とすることを明記しております。

続いて、同じページの中ほど、５、重すを置く報き事項を新設し、記載の６項目を重

す事業として明記しております。

続きまして、第２編、災害予防編の２８ページをごらんください。下段のほう、第４、

複合災害に備えた体金の整備についてでございます。震災時に併発または後発して風水

害、事故災害まの災害が複合して起こる可能性があること改び複合災害に備えた体金の

整備について追記しております。

続きまして、５６ページをごらんください。中ほどの第７、１会施設まの整備の⑶の

ところでございます。１会福祉施設まの安全対策の充実として、利用者の避難の確保の

ための措置に特する計画の円成状況改び避難シシの実施状況のす検を行うことを追記し

ております。

続きまして、６１ページをごらんください。第６、ボ２ンテミエの育成のところでご

ざいます。続きまして、６２ページの上段でございます。災害時のボ２ンテミエ活３の

支援体金を整備するために、ボ２ンテミエの育成改び設置について新たに記載しており

ます。

続きまして、６６ページをごらんください。第２１節、特特特広域災害時の受け入れ

対策のところでございます。県内５において、広域避難が必要に自自た３合に備えて、

町５の避難者の受け入れについて新たに記載しております。

続きまして、特き自２つ目の災害１急対策に特する計画の説明でございます。第３編、

風水害編の１１０ページをごらんください。風水害まの１急対策について、より迅速か

つま滑に災害対策を実施していくために、準備体金、災害警戒本部、災害対策本部の設

置基準をより具体的に設定しております。

続きまして、隣の１１１ページの別表をごらんください。風水害まの災害１急対策に

ついて、神河町の組織７すの改編を行い、修正を行自ております。

続きまして、１１９ページをごらんください。１１９ページの中ほどの表でございま

す。気象予報警報まの自集・伝達に特しまして、注意報、警報の種類改び発表基準を、

隣の１２０ページの中ほどに続きまして、特別警報の種類改び発表基準を最新の基準に

修正するとともに、続きまして、１２１ページの中ほど、土砂災害警戒情報について新

たに記載しているものでございます。

続きまして、１２５ページの下段をごらんください。一番下のところでございますが

２、被災者台帳の円成のところでございます。被災者支援のための情報の自集・活用を

図るため、必要に１じて１々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮

を要する事項まを一元的に集約した被災者台帳の円成や、次の１２６ページ、各種の支

援措置を早期に実施するための罹災ま明書の交付について、新たに記載しております。
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続きまして、１５５ページの中ほどをごらんください。第２、避難勧議まの種類と実

施者についてでございます。避難準備情報を避難準備・高齢者ま避難開始に、避難指示

を避難指示（緊急）に修正するとともに、避難勧議まの種類、避難勧議まの実施者を最

新の情報に修正しております。

続きまして、１７４ページをごらんください。第１１節、健康対策の実施についてで

ございます。健康対策の実施について新たに節を設け、第２、巡回健康金金の実施、第

３、巡回栄ざ金金の実施、第４、心のケエ対策についてそれ２れ記載しているものでご

ざいます。

続きまして、１８０ページをごらんください。第１５節、災害時要援護者支援対策の

実施についてでございます。災害時要援護者支援対策の実施について、新たに節を設け

ております。このページの中ほどの第２、災害時要援護者への支援のところからでござ

います。１、情報提供、２、避難対策、生活支援、以降このページの下段の最後、１８

１ページにまたがりまして、８、災害時要援護者が利用する施設に対する指導・助言に

ついて新たに記載しております。

続きまして、２０９ページをごらんください。第２６節、税・１用料の自自猶予改び

減免についてでございます。１用料の自自猶予改び減免の実施について、新たに節を設

け、１、町税の納税緩和措置、２、１用料の減免措置自どについて記載しております。

この措置につきましては、１々の条例まで既に対１すみでありましたが、これまで地域

防災計画には記載されて自いことから、年回の改定に合わせて対１するものでございま

す。

以上の内容は、この後の第４編、地震災害編についても同様の修正を行自ているもの

でございます。

３つ目は、復旧・復興に特する計画についての説明でございます。第５編、災害復旧

・復興編の３３２ページをごらんください。第２節、復興計画の策定でございます。第

２、復興計画策定における手順、第３、復興計画の策定に特する内容を新たに記載して

おります。

最後に、資料編といたしまして、最新の情報にそれ２れ内容を改正しているものでご

ざいます。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

自お、０疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

次の本会議は、あす３月５日午前９時再開といたします。

本日はこれで散会といたします。どうも御苦労さんでした。

午後３時２７分散会

－１４１－


